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11 相談支援の充実等について

（１）相談支援の充実について

① 指定特定相談支援事業等について

平成 28 年 12 月末時点における障害福祉サービス利用者に占める計画作

成割合は、計画相談支援が 97.1％、障害児相談支援が 99.1％であり、計

画作成がほぼ完全実施されている状況であるが、一部の地方自治体では低

調な状況にあり、法律に基づく適正な支給決定プロセスが確保されるよう、

速やかに相談支援体制の整備を図られたい。

また、障害児相談支援においては、セルフプランの割合が約 3 割と比較

的高い状況となっている。セルフプランについては、相談支援事業者によ

るモニタリングが行われず、適切なサービス利用に向けたきめ細かな継続

的支援が提供されない恐れがあるので、市町村においては保護者等に対し

障害児相談支援に関する説明を行い、活用を促すとともに、地域の障害児

相談支援体制の更なる充実を図られたい。（関連資料１）

さらに、指定相談支援事業所及び相談支援専門員については、平成 25

年度から着実に増加している一方で、手厚い体制が整えられている事業所

は少ない状況である（平成 28 年 4 月時点の特定事業所加算適用事業所は、

全体の 5％に留まる）。市町村においては、必要に応じて管内の相談支援

事業所に対し、支援体制の充実を促すとともに、特定事業所加算の適用な

どを通じて体制強化を図られたい。（関連資料２）

② 基幹相談支援センターについて

基幹相談支援センターについては、平成２８年４月時点で設置市町村の

割合は 27％であり、一部の都道府県においては、設置している市町村が

未だにない状況も見受けられる。（関連資料３）

同センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関であり、

相談支援事業者に対する専門的な指導・助言や人材育成の支援を行うこと

も期待され、地域の相談支援体制の充実を図るためには同センターを有効

に活用することが重要である。

また、今年度中に取りまとめられる第５期障害福祉計画の基本指針案に

おいては、基幹相談支援センターの設置促進に関する記述を追加すること

としており、特に都道府県においては、市町村に対し同センターの設置に

向けた積極的な働きかけを行うことや、同センターに配置される指導的な

役割を担う人材を計画的に確保するよう努められたい。（関連資料４）

③ 協議会について

協議会は、地域の課題を共有し、その課題を踏まえ、地域のサービス基

盤の整備を進めていく重要な役割を担っており、地域で障害者を支えてい
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く上で核となるものである。市町村の協議会については、平成 27 年度か

ら地域生活支援事業として、「協議会における地域資源の開発・利用促進

等の支援」を補助の対象としており、本事業の活用の効果として、各市町

村において新たな社会資源が開発され、障害者の自立した生活や社会参加

が推進されるとともに、適切なサービスを効率的に提供することが期待さ

れるものである。今年度本事業を活用した市町村は 11 箇所のみとなって

いるが、市町村においては、本事業の積極的な活用等を通じて、協議会の

活性化を図られたい。（関連資料５）

また、平成 29 年度予算案において、地域生活支援事業費補助金の都道

府県メニューとして、「障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事

業」を新規に計上しており、都道府県が管内市町村に対して、先進的取組

事例の紹介や、意見交換等の機会を設ける場合の費用を補助することとし

ており、都道府県においても、こうした事業等も活用し、管内市町村の協

議会の活性化を図られたい。（関連資料６）

（２）「相談支援の質の向上に向けた検討会」について

「相談支援の質の向上に向けた検討会」を平成 28 年 3 月から 7 月に計 5

回開催し、その議論のとりまとめを様々な機会を通じて周知しているところ

である。（関連資料７）

本検討会では、相談支援専門員の質の向上に関する事項と、相談支援体制

に関する事項について議論いただいたところであるが、地方自治体において

は、本検討会のとりまとめを踏まえ、それぞれ以下の点に留意されたい。

① 相談支援専門員の資質の向上について

厚生労働省において、平成 30 年度の報酬改定や、「主任相談支援専門

員（仮称）」を含めた研修プログラムの改正等を通じて、今後必要な方策

をお示しすることとしているが、各都道府県においては、すでに先行し

て取り組んでいる自治体の取組を参考に、人材育成に関するビジョンを

策定するなど、地域における相談支援従事者の段階的な人材育成に取り

組まれたい。

② 相談支援体制について

指定特定相談支援事業者のみならず、委託相談支援事業者や基幹相談

支援センターなど関係機関がそれぞれ十分機能を果たすことが必要であ

り、そのためには地域の実情に応じた効果的な役割分担等について、協

議会等で議論を重ねる必要がある。特に、基幹相談支援センターは、相

談支援の中核的な役割を担うことから、未設置の市町村は設置に向けて

地域の関係者と十分議論することが重要である。

こうした取組を協議会等で行うためには、市町村の協議会担当職員の
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制度に対する深い理解が必要であることから、都道府県を中心に協議会

担当職員向け研修会等を推進されたい。その際、前述の「障害者の地域

生活の推進に向けた体制強化支援事業」（地域生活支援事業）の活用もあ

わせて検討されたい。

また、市町村の支給決定担当職員においても、相談支援従事者研修な

どに参加するなどを通じて一定の専門的知見を身につけ、相談支援専門

員とともに地域の実情に応じた適切かつ積極的な調整を図られたい。

（３）平成 29 年度における国研修の開催予定について

平成 29 年度における相談支援専門員及びサービス管理責任者に係る国研

修については、以下の日程で実施する予定であるので、都道府県におかれて

は、適任者を推薦していただく等、御協力をお願いする。

相談支援従事者指導者養成研修会（国研修）

■日時：平成 29 年６月２１日（水）～２３日（金）

■場所：国立障害者リハビリテーションセンター学院

（埼玉県所沢市並木４丁目１番地）

サービス管理責任者指導者養成研修会（国研修）

■日時：平成 29 年９月２０日（水）～２２日（金）

■場所：国立障害者リハビリテーションセンター学院

（埼玉県所沢市並木４丁目１番地）

（４）サービス管理責任者の実務経験要件の改正等について

平成 29 年度より、サービス管理責任者の資格要件を以下のとおり改正す

ることとしている。

① 「構造改革特別区域の提案等に対する政府の対応方針」（平成 29 年１

月 23 日構造改革特別区域推進本部決定）に基づき、「指定障害福祉サー

ビスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるも

の等」（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。）の一部を改正し、構造改革特

別区域における規制の特例措置の一部を全国展開する。

（内容）

社会福祉士等の国家資格を有する者について、相談支援又は直接支援

に関する実務経験が３年以上であることに加え、サービス管理責任者の

資格要件に係る実務要件を緩和するため、「資格に係る業務に従事した期

間」が５年以上であるという要件を３年以上に改める。

② サービス管理責任者となることができる要件中「直接支援の業務」の

定義について、「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓
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練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれること

を明確にする。

また、厚生労働省においては、今後、相談支援専門員及びサービス管理

責任者等の要件や研修プログラム等について、厚生労働科学研究事業等を

活用しながら所要の改正に向けた検討を行っているところである。

詳細な改定内容やスケジュール等については、今後お示しすることとし

ているが、都道府県においては、各地の実情を踏まえた必要な人材の確保

が図られるよう、各研修の開催規模や開催頻度等について、十分配慮いた

だきたい。
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,7

7
8

1
,9

6
4

1
,6

9
1

2
,0

3
2

2
,2

5
2

1
,9

5
2

2
,0

6
7

9
3

4
1
,0

6
2

1
,0

6
5

9
4

3
1
,1

6
0

2
,5

2
9

3
,6

9
0

5
,9

7
5

6
,6

1
7

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

9
,0

0
0

1
0

,0
0

0

Ｈ
2

0
年

4
月

Ｈ
2

1
年

4
月

Ｈ
2

2
年

4
月

Ｈ
2

3
年

4
月

Ｈ
2

4
年

4
月

Ｈ
2

5
年

4
月

Ｈ
2

6
年

4
月

Ｈ
2

7
年

4
月

Ｈ
2

8
年

4
月

指
定

特
定

・
指

定
障

害
児

相
談

支
援

事
業

所
数

（
経

年
比
較

）

市
町

村
か

ら
障

害
者

相
談

支
援

事
業

の
委

託
を
受

け
て
い
な
い
事

業
所

市
町

村
か

ら
障

害
者

相
談

支
援

事
業

の
委

託
を
受

け
て
い
る
事

業
所

※
Ｈ

2
3年

度
以
前

の
デ
ー
タ
は

、
指

定
相

談
支
援

事
業
所

数
※

Ｈ
2

3年
4月

1日
の

指
定

相
談
支

援
事
業

所
数
は

、
被

災
３
県
を
除

く
デ
ー
タ
。

2
,7
3
5

2
,9
0
7

2
,8
4
3

2
,9
1
3

7
,9
2
7

5
,9
4
2

4
,5
6
1

2
,8
5
1

8
,6
8
4

4
,4

3
1

4
,9

0
8

5
,4

6
5

5
,6

0
1

5
,6

7
6

8
,9

1
5

1
1

,8
0

0

1
5

,5
7

5

1
7

,5
7

9

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
2

,0
0

0

1
4

,0
0

0

1
6

,0
0

0

1
8

,0
0

0

2
0

,0
0

0

Ｈ
2

0
年

4
月

Ｈ
2

1
年

4
月

Ｈ
2

2
年

4
月

Ｈ
2

3
年

4
月

Ｈ
2

4
年

4
月

Ｈ
2

5
年

4
月

Ｈ
2

6
年

4
月

Ｈ
2

7
年

4
月

Ｈ
2

8
年

4
月

相 談 支 援 専 門 員 数

指
定

特
定

・
指

定
障

害
児

相
談

支
援

事
業

所
に
配

置
さ
れ

て
い
る
相

談
支

援
専

門
員

の
人

数
（
経
年

比
較

）

※
Ｈ

2
3年

度
以
前

の
デ
ー
タ
は

、
指

定
相

談
支
援

事
業
所

に
配

置
さ
れ
て
い
る
相

談
支
援

専
門
員

の
人
数

。
※

Ｈ
2

3年
4月

1日
の

相
談

支
援
専

門
員
の

人
数
は

、
被

災
３
県
を
除

く
デ
ー
タ
。

※
指

定
特

定
・
指
定

障
害
児

相
談
支

援
事
業

所
の
指

定
以
外

に
、
指

定
一

般
相

談
支
援

事
業
所

の
指
定

も
併

せ
て
受

け
て
い
る
場

合
、
指

定
一

般
相

談
支
援

事
業
所

の
相
談

支
援
の

業
務
に

従
事

す
る
相

談
支

援
専

門
員

の
人
数

も
含

め
て
計

上
し
て
い
る
。

関連資料２
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1
5

6

3
1

4
3

6
7

4
2

9
4

7
3

9
%

1
8

%

2
1

%

2
5

%
2

7
%

0
%

5
%

1
0

%

1
5

%

2
0

%

2
5

%

3
0

%

0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

Ｈ
2

4
年

4
月

Ｈ
2

5
年

4
月

Ｈ
2

6
年

4
月

Ｈ
2

7
年

4
月

Ｈ
2

8
年

4
月

実 施 率

実 施 市 町 村 数

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
状

況
（

経
年

比
較

）

実
施
市

町
村
数

実
施
率

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の

設
置

状
況

に
つ
い
て

3
5
%

0
%

3
3
%

4
3
%

2
8
%

1
1
%2

9
%

2
3
%

2
7
%3

4
%

3
7
%

3
0
%

3
5
%

3
0
%

2
0
%

1
3
%

0
%3

5
%

3
3
%

3
1
% 7

%
1
1
%

4
4
%

3
1
%

5
3
%

3
8
%

6
7
%

2
0
%

3
%

7
7
%

3
7
%

2
1
%3

0
%

2
2
%

3
2
%

0
%

0
%

2
5
%

3
%

2
3
%

2
5
%

1
4
%

0
%

0
%

1
9
%

3
7
%

2
2
%

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0

%

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

1
2

4
2

1
4

5
2
3

3
7

2
2

2
8

2
4

1
3

9
2
0

1
0

1
9

3
2

3
6

4
2

1
1

1
4

1
7

3
9

3
7

4
1
8

3
6

2
3
3

4
1

1
8

3
1

2
0

3
0

1
6

4
2

4
2

2
5

4
0

2
7

2
5

3
5

4
2

4
2

3
4

7
2
9

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の

設
置

率
（

H
2

8
.4
時

点
）

【
設

置
率

の
全

国
平

均
2
7
%
】

関連資料３

- 154-



基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の
設

置
促

進
等

に
つ
い
て

〇
平
成

2
7
年

４
月

か
ら
原

則
と
し
て
全

て
の
障

害
児
者

に
専

門
的

な
相
談

支
援
を
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
中

、
障

害
児
者

の
相

談
支

援
の
質

の
向

上
を
図

る
た
め
、
有

識
者

や
関

係
団

体
で
構
成

す
る
「
相

談
支

援
の
質

の
向

上
に
向

け
た
検

討
会

」
に
お
い
て
相
談

支
援
専

門
員
の
資

質
の
向

上
や
相

談
支

援
体

制
の
在

り
方

に
つ
い
て
幅
広

く
議

論
を
行

い
、
今

後
目

指
す
べ
き
方
向

性
に
つ
い
て
、
平

成
2
8
年

1
0
月

に
そ
の
と
り
ま
と
め
を
公

表
し
た
。

〇
上

記
の
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、

・
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
の
設

置
促

進
に
向

け
、
都

道
府

県
に
お
い
て
も
、
障

害
福
祉

計
画
の
と
り
ま
と
め
等

の
際

に
、
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
を

設
置

し
て
い
な
い
市

町
村

に
対

し
て
相

談
支
援

体
制
の
確

保
に
関

す
る
取

組
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
必

要
に
応

じ
て
広

域
調
整

な
ど
の
支

援
を
行

う
べ
き
こ
と

・
相

談
支

援
に
つ
い
て
指

導
的

役
割
を
果

た
す
「
主

任
相

談
支
援

専
門
員

（
仮
称

）
」
を
基

幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
に
計

画
的
に
配

置
す
べ
き
こ
と

・
市

町
村

の
支

給
決

定
の
担

当
職

員
に
お
い
て
は
、
機

械
的

に
事

務
処

理
を
進
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
相

談
支
援

従
事
者

研
修
な
ど
に
参

加
す
る
こ
と

な
ど
を
通

じ
て
一

定
の
専

門
的

知
見

を
身
に
つ
け
る
べ
き
。

と
い
っ
た
事

項
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

〇
こ
の
他
、
平

成
2
8
年

4
月

に
「
安

心
居

住
政
策

研
究
会

」
（
国
土

交
通
省

設
置
）
に
お
い
て
、
障
害

者
の
安

心
し
た
住

ま
い
の
確

保
の
た
め
に
は
、
居

住
支

援
協

議
会

と
（
自

立
支

援
）
協
議

会
が
連

携
し
、
入
居

支
援
体

制
を
構

築
す
る
こ
と
が
効
果

的
で
あ
る
と
の
意

見
が
示

さ
れ

て
い
る
。

〇
上

記
を
踏

ま
え
、
「
第

一
三

相
談

支
援

の
体

制
の
基

本
的

考
え
方

」に
以

下
の
事

項
を
追

記
し
て
は
ど
う
か
。

・
都

道
府

県
に
お
い
て
は
、
基

幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
が
設

置
さ
れ

て
い
な
い
市

町
村

に
対

し
、
そ
の
設

置
に
向

け
た
積

極
的

な
働
き
か
け
を
行

う
こ
と
や
、
同

セ
ン
タ
ー
に
、
相

談
支

援
に
関

し
て
指

導
的

役
割

を
担

う
人

材
を
計
画

的
に
確
保

す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
。

・
障

害
者

が
安

心
し
て
地
域

に
住

ま
え
る
よ
う
、
都

道
府

県
及
び
市
町

村
に
お
い
て
は
、
（
自

立
支

援
）協

議
会
と
居

住
支

援
協

議
会
の
連

携
等

に
努

め
る
こ
と
。

〇
ま
た
、
「
第

三
三

４
㈠

サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
係

る
人

材
の
研

修
」に

お
い
て
、
以

下
の
事

項
を
追

記
し
て
は
ど
う
か
。

・
地

域
生

活
支

援
事

業
に
お
け
る
障

害
者

相
談

支
援
事

業
及
び
介
護

給
付
費

等
の
支

給
決
定

事
務
に
係

る
業

務
を
適

切
に
実
施

す
る
た
め
、

市
町

村
職

員
に
対

し
て
相

談
支

援
従

事
者
研

修
の
受

講
を
促

す
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

基
本

指
針

へ
の
記

載
（
案
）

基
本

的
な
考
え
方

関連資料４
第
８
３
回
社
会
保
障
審
議
会
障
害
者
部
会

資
料
２
－
３
よ
り
抜
粋
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実
施

自
治

体
（
都

道
府

県
）

取
り
組

み
内

容

釧
路

市
（
北

海
道

）
身

体
・
知

的
・
精

神
障

が
い
者

等
の

中
か

ら
2

,1
0

0
名

を
調

査
対

象
と
し
て
抽

出
し
、
障

が
い
者

の
生

活
実

態
や

障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
の

ニ
ー
ズ
を
把

握

す
る
た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実

施
。
ま
た
、
回

答
内

容
を
集

計
・
分

析
し
、
社

会
的

資
源

の
開

発
や

障
が

い
福

祉
施

策
等

の
推

進
に
向

け
て
、
今

後
の

障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
等

に
対

す
る
ニ
ー
ズ
を
精

査
し
、
調

査
結

果
報

告
書

を
作

成
す
る
。

美
里

町
（
宮

城
県

）
障

害
者

へ
の

地
域

生
活

支
援

を
充

実
さ
せ

る
た
め
、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
従

事
者

の
質

の
向

上
を
図

る
研

修
会

を
開

催
す
る
。
自

立
支

援
協

議
会

で
出

た
課

題
を
テ
ー
マ
に
し
た
研

修
会

を
行

う
こ
と
で
、
自

立
支

援
協

議
会

の
機

能
を
強

化
し
、
地

域
の

課
題

を
解

決
し
て
い
く
。

東
海

村
（
茨

城
県

）
障

が
い
福

祉
担

当
課

に
協

議
会

事
務

局
を
置

き
、
委

員
を
任

命
し
、
協

議
会

を
組

織
・
運

営
し
て
い
る
。
相

談
支

援
事

業
や

協
議

会
に
て
開

催
す
る
地

域
意

見
交

換
会

等
か

ら
抽

出
さ
れ

た
課

題
に
対

し
て
、
地

域
資

源
開

発
や

利
用

促
進

等
を
含

む
地

域
の

支
援

体
制

整
備

に
つ
い
て
、
主

に
専

門
部

会
に
お
い
て
協

議
し
実

施
す
る
。

川
口

市
（
埼

玉
県

）
当

事
者

・
家

族
・
事

業
所

・
団

体
・
行

政
機

関
・
地

域
等

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作

成
す
る
。
個

別
の

相
談

に
よ
り
、
地

域
の

ニ
ー
ズ
を
把

握
す
る
。
他

会
議

や
関

係
機

関
の

情
報

交
換

、
当

事
者

・
家

族
・
職

員
等

を
対

象
と
し
た
研

修
、
普

及
啓

発
を
行

う
。

志
木

市
（
埼

玉
県

）
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
う
ち
、
ビ
ジ
ョ
ン
部

会
と
暮

ら
し
部

会
の

２
つ
の

部
会

を
立

ち
上

げ
、
地

域
課

題
の

抽
出

や
社

会
資

源
の

開
発

等
に
つ
い
て

協
議

し
て
い
る
。
全

体
会

年
間

２
回

、
各

部
会

年
間

５
回

程
度

開
催

予
定

。
ビ
ジ
ョ
ン
部

会
は

、
市

の
計

画
や

社
会

資
源

の
開

発
、
暮

ら
し
部

会
は

、
市

の
地

域
課

題
の

抽
出

と
事

業
所

間
の

連
携

、
課

題
共

有
等

を
行

っ
て
い
る
。

葉
山

町
（
神

奈
川

県
）

障
害

者
等

の
地

域
生

活
を
支

え
る
た
め
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
構

築
さ
れ

た
自

立
支

援
協

議
会

で
、
障

害
者

等
が

日
常

生
活

の
中

で
感

じ
る
困

り
感

や
、
支

援
者

が
日

頃
感

じ
る
支

援
の

難
し
さ
等

の
課

題
を
共

有
し
、
課

題
解

決
に
向

け
た
障

害
者

等
と
の

交
流

事
業

や
支

援
者

の
理

解
・
啓

発
事

業
等

を
検

討
・
実

施
す
る
。

山
ノ
内

町
（
長

野
県

）
自

立
支

援
協

議
会

の
部

会
活

動
の

充
実

と
協

議
会

の
安

定
化

を
図

る
た
め
に
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
等

を
開

催
す
る
。

上
板

町
（
徳

島
県

）
効

果
的

な
支

援
体

制
の

構
築

を
図

る
た
め
、
協

議
会

の
各

部
会

に
お
い
て
ニ
ー
ズ
調

査
の

実
施

や
各

分
野

の
研

修
、
啓

発
用

ポ
ス
タ
ー
や

資
料

の
作

成
な
ど
を
行

う
。

中
津

市
（
大

分
県

）
第

４
期

障
が

い
福

祉
計

画
の

進
捗

状
況

と
次

期
障

が
い
者

福
祉

計
画

及
び
障

が
い
福

祉
計

画
策

定
に
備

え
て
、
障

が
い
者

の
実

際
の

生
活

状
況

や
障

が
い
福

祉
サ

ー
ビ
ス
の

満
足

度
、
災

害
時

の
困

り
ご
と
な
ど
を
把

握
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
障

が
い
者

（
児

）
の

中
か

ら
3

,5
0

0
名

を
無

作
為

抽
出

し
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実

施
す
る
。

宮
崎

市
（
宮

崎
県

）
自

立
支

援
協

議
会

で
は

、
５
つ
の

部
会

（
就

労
支

援
部

会
、
医

療
的

ケ
ア
支

援
部

会
、
子

ど
も
支

援
部

会
、
暮

ら
し
支

援
部

会
、
地

域
移

行
支

援
部

会
）

や
、
２
つ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
福

祉
の

ま
な
び
サ

ポ
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

）
を
設

置
し
、
障

害
の

あ
る
方

々
の

よ
り
よ
い
生

活
に
つ
い
て
協

議
を
重

ね
な
が

ら
、

成
果

物
作

成
や

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

開
催

等
を
行

い
、
誰

も
が

住
み

や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
実

現
し
て
い
く
。

薩
摩

川
内

市
（
鹿

児
島

県
）

自
立

支
援

協
議

会
専

任
職

員
を
配

置
し
、
各

専
門

分
野

に
お
い
て
把

握
し
た
地

域
課

題
の

解
決

に
向

け
た
地

域
資

源
の

開
発

・
利

用
推

進
に
向

け
た

取
り
組

み
を
行

う
。
ま
た
、
関

係
機

関
が

連
携

し
た
支

援
が

で
き
る
よ
う
調

整
し
、
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
が

で
き
る
体

制
を
構

築
す
る
。

平
成

2
8
年

度
「
協

議
会

に
お
け
る
地

域
資

源
の

開
発

・
利
用

促
進
等

の
支
援

（
地

域
生

活
支
援

事
業
）
」
の

取
り
組

み
状

況
関連資料５
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※
毎

年
の

定
例

活
動

と
し
て
、
活

動
報

告
や

課
題

等
の

共
有

を
確

立
す
る
こ

と
に
よ
り
、
年

間
の

P
D

C
A
サ

イ
ク
ル

の
構

築
を
図

る
。

「
障

害
者

の
地

域
生

活
の
推

進
に
向

け
た
体

制
強
化

支
援
事

業
」に

つ
い
て

○
各
市
町
村
協
議

会
の

活
動

状
況
に
つ
い
て
、
各

都
道

府
県

が
適

切
に
把

握
す
る
体

制
を
構

築
す
る
た
め
、
都

道
府

県
協

議
会
に
お
い
て
管

内
市

町
村

協
議

会
の

具
体

的
な
活

動
内

容
等

に
つ
い
て
の

報
告

を
行

う
場

を
設

け
る
と
と
も
に
、
協

議
会

活
性
化
の
参
考
と
な
る
事

例
等

の
集

積
や

市
町

村
間

で
の

情
報

交
換

等
を
行

う
こ
と
を
推

進
す
る
。

○
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
も
、
推

進
す
べ

き
と
考

え
ら
れ

る
施

策
に
沿

っ
た
先
駆

的
事

例
を
各

都
道

府
県

を
通

じ
て
把

握
し
、

全
国
会
議
な
ど
の

機
会

を
通

じ
て
紹

介
を
行

う
こ
と
で
、
当

該
施

策
の

推
進

を
図

る
。

厚
生

労
働

省

事 例 や 課 題 等 の

集 積 と 共 有

各
市

町
村

協
議

会
に
お
い

て
、
活

動
内

容
を
ま
と
め
た
報

告
書

を
作

成

都
道

府
県

協
議

会
に
お
い

て
、
各

市
町

村
協

議
会
の
活

動
内

容
等

を
報

告
・
情

報
交

換
。

全
国

会
議

や
研

修
会

な
ど
で
事
例

を
紹

介
し
、

国
の

施
策

の
浸

透
を
図

る
。

財 政 支 援

施 策 の 推 進 助 言 （ 専 門 的

相 談 支 援 ）

市
町

村
協

議
会

の
活

動
底

上
げ

市
町

村活 動 内 容 ・ 課

題 等 の 報 告

都
道

府
県

地
域

生
活

支
援

事
業

と
し

て
財

政
支

援

関連資料６
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平
成

２
７
年

４
月

か
ら
原

則
と
し
て
全

て
の

障
害

児
者

に
専

門
的

な
相

談
支

援
を
実

施
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
中

、
障

害
児

者
の

相
談

支
援

の
質

の
向

上
を
図

る
た
め
、

有
識

者
や

関
係

団
体

で
構

成
す
る
「
相

談
支

援
の

質
の

向
上

に
向

け
た
検

討
会

」
に
お
い
て
相

談
支

援
専

門
員

の
資

質
の

向
上

や
相

談
支

援
体

制
の

在
り
方

に
つ
い
て

幅
広

く
議

論
を
行

い
、
今

後
目

指
す
べ

き
方

向
性

を
と
り
ま
と
め
た
。
（
平

成
２
８
年

３
月

か
ら
７
月

ま
で
計

５
回

開
催

）

趣
旨

「
相
談
⽀
援
の
質
の
向
上
に
向
け
た
検
討
会
」
に
お
け
る
議
論
の
と
り
ま
と
め
（
概
要
）

①
基

本
的

な
考

え
方

に
つ
い
て

・
相

談
支

援
専

門
員

は
、
障

害
児

者
の

自
立

の
促

進
と
共

生
社

会
の

実
現

に
向

け
た
支

援
を
実

施
す
る
こ
と
が

望
ま
れ

て
い
る
。
そ
の

た
め
に
は

、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー

ク
の

担
い
手

と
し
て
ス
キ
ル

・
知

識
を
高

め
つ
つ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

サ
ー
ビ
ス
を
含

め
た
社

会
資

源
の

改
善

及
び
開

発
、
地

域
の

つ
な
が

り
や

支
援

者
・
住

民
等

と
の

関
係

構
築

、
生

き
が

い
や

希
望

を
見

出
す
等

の
支

援
を
行

う
こ
と
が

求
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
将

来
的

に
は

、
社

会
経

済
や

雇
用

情
勢

な
ど
も
含

め
、
幅

広
い
見

識
を
有

す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の

活
躍

が
期

待
さ
れ

る
。

②
人

材
育

成
の

方
策

に
つ
い
て

・
相

談
支

援
専

門
員

の
要

件
で
あ
る
研

修
制

度
や

実
務

経
験

年
数

な
ど
の

見
直

し
を
行

う
と
と
も
に
、
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
の

一
環

と
し
て
指

定
特

定
相

談
支

援
事

業
だ
け
で

な
く
、
サ

ー
ビ
ス
管

理
責

任
者

や
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
の

業
務

を
担

う
な
ど
、
幅

広
い
活

躍
の

場
が

得
ら
れ

る
仕

組
み

を
検

討
す
る
べ

き
。

・
研

修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

見
直

し
に
つ
い
て
は

、
「
初

任
者

研
修

」
及

び
「
現

任
研

修
」
の

更
な
る
充

実
に
加

え
、
指

導
的

役
割

を
担

う
「
主

任
相

談
支

援
専

門
員

（
仮

称
）
」

の
育

成
に
必

要
な
研

修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
新

た
に
設

け
る
と
と
も
に
、
よ
り
効

果
的

な
実

地
研

修
（
O
J
T
）
を
組

み
込

む
べ

き
。

③
指

導
的

役
割

を
担

う
「
主

任
相

談
支

援
専

門
員

（
仮

称
）
」
に
つ
い
て

・
相

談
支

援
専

門
員

の
支

援
ス
キ
ル

や
サ

ー
ビ
ス
等

利
用

計
画

に
つ
い
て
適

切
に
評

価
・
助

言
を
行

い
、
相

談
支

援
の

質
の

確
保

を
図

る
役

割
が

期
待

さ
れ

て
お
り
、

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
等

に
計

画
的

に
配

置
さ
れ

る
べ

き
。
ま
た
、
更

新
研

修
等

も
導

入
す
べ

き
。

・
指

導
的

役
割

を
果

た
す
た
め
、
適

切
な
指

導
や

助
言

を
行

う
技

術
を
習

得
す
る
機

会
が

確
保

さ
れ

る
よ
う
、
都

道
府

県
等

が
人

材
育

成
に
関

す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
策

定
す

る
な
ど
、
地

域
に
お
け
る
相

談
支

援
従

事
者

の
段

階
的

な
人

材
育

成
に
取

り
組

む
べ

き
。

④
相

談
支

援
専

門
員

と
介

護
支

援
専

門
員

に
つ
い
て

・
障

害
者

の
高

齢
化

や
「
親

亡
き
後

」
へ

の
よ
り
適

切
な
支

援
を
行

う
た
め
、
両

者
の

合
同

で
の

研
修

会
等

の
実

施
や

日
々

の
業

務
で
支

援
方

針
等

に
つ
い
て
連

携
を

図
る
と
と
も
に
、
両

方
の

資
格

を
有

す
る
者

を
拡

大
す
る
こ
と
も
一

案
と
考

え
ら
れ

る
。

⑤
障

害
児

支
援

利
用

計
画

に
つ
い
て

・
障

害
児

支
援

利
用

計
画

に
つ
い
て
は

、
い
わ

ゆ
る
セ
ル

フ
プ
ラ
ン
の

割
合

が
高

い
が

、
障

害
児

に
つ
い
て
の

十
分

な
知

識
や

経
験

を
有

す
る
相

談
支

援
専

門
員

が
少

な
い
こ
と
が

原
因

の
一

つ
と
考

え
ら
れ

る
。
こ
れ

ま
で
の

専
門

コ
ー
ス
別

研
修

に
加

え
、
障

害
児

支
援

に
関

す
る
実

地
研

修
な
ど
を
設

け
る
べ

き
。

・
市

町
村

に
お
い
て
も
、
障

害
児

を
取

り
巻

く
状

況
を
十

分
把

握
し
、
評

価
を
加

え
た
上

で
適

切
な
関

係
機

関
に
つ
な
ぐ
な
ど
十

分
配

慮
し
、
そ
の

た
め
に
必

要
な
知

見
の

習
得

に
努

め
る
べ

き
。

と
り
ま
と
め
の

ポ
イ
ン
ト
Ⅰ

～
相

談
支

援
専

門
員

の
資

質
の

向
上
に
つ
い
て
～

関連資料７－１
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①
相

談
支

援
の

関
係

機
関

の
機

能
分

担
に
つ
い
て

・
基

本
相

談
支

援
を
基

盤
と
し
た
計

画
相

談
支

援
、
一

般
的

な
相

談
支

援
、
体

制
整

備
や

社
会

資
源

の
開

発
等

の
役

割
に
つ
い
て
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て
関

係
機

関
が

十
分

に
機

能
を
果

た
す
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は

、
協

議
会

等
が

中
心

と
な
っ
て
調

整
を
進

め
る
と
と
も
に
、
市

町
村

職
員

の
深

い
理

解
や

都
道

府
県

を
中

心
に
協

議
会

担
当

者
向

け
の

研
修

会
を
推

進
す
る
必

要
が

あ
る
。

・
市

町
村

は
、
計

画
相

談
支

援
の

対
象

と
な
ら
な
い
事

例
や

支
援

区
分

認
定

が
難

し
い
事

例
に
対

し
て
も
積

極
的

か
つ
真

摯
に
対

応
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ

て
お
り
、
こ

の
点

は
相

談
支

援
事

業
者

に
委

託
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
同

様
で
あ
る
こ
と
に
留

意
す
る
べ

き
。

②
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
の

設
置

促
進

等
に
つ
い
て

・
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
の

設
置

促
進

に
向

け
、
市

町
村

に
お
い
て
、
障

害
福

祉
計

画
の

作
成

等
に
際

し
て
相

談
支

援
の

提
供

体
制

の
確

保
に
関

す
る
方

策
を
整

理
し
、
地

域
の

関
係

者
と
十

分
議

論
す
る
こ
と
が

重
要

。
仮

に
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
の

設
置

に
一

定
期

間
を
要

す
る
場

合
で
も
、
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
が

担
う

べ
き
役

割
を
ど
の

よ
う
な
形

で
補

完
す
る
か

市
町

村
に
お
い
て
整

理
す
る
べ

き
。

・
都

道
府

県
に
お
い
て
も
、
障

害
福

祉
計

画
の

と
り
ま
と
め
等

の
際

に
、
基

幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
て
い
な
い
市

町
村

に
対

し
て
相

談
支

援
体

制
の

確
保

に
関

す
る
取

り
組

み
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
必

要
に
応

じ
て
広

域
調

整
な
ど
の

支
援

を
行

う
べ

き
。

③
相

談
窓

口
の

一
元

化
等

に
つ
い
て

・
相

談
支

援
の

関
係

機
関

の
相

談
機

能
の

調
整

に
あ
た
っ
て
は

、
必

要
に
応

じ
て
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
等

と
の

連
携

や
相

談
窓

口
の

一
元

化
な
ど
も
視

野
に
入

れ
、
地

域
の

相
談

体
制

を
総

合
的

に
考

え
る
視

点
も
必

要
。

・
こ
う
し
た
取

組
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
は

、
す
で
に
一

部
の

地
域

で
先

駆
的

に
実

施
さ
れ

て
い
る
取

組
状

況
を
広

く
横

展
開

す
る
こ
と
が

有
効

。
・

総
合

的
な
相

談
窓

口
は

必
要

で
あ
る
が

、
一

方
で
身

近
な
窓

口
や

専
門

的
な
相

談
機

関
も
求

め
ら
れ

て
い
る
。
い
ず
れ

の
場

合
で
も
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
適

切
な
関

係
機

関
に
必

ず
つ
な
が

る
よ
う
、
関

係
機

関
間

で
の

連
携

強
化

を
図

る
な
ど
、
各

自
治

体
に
お
い
て
適

し
た
取

組
を
考

え
る
べ

き
。

④
計

画
相

談
支

援
に
お
け
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及

び
市

町
村

職
員

の
役

割
に
つ
い
て

・
計

画
相

談
支

援
に
お
け
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は

、
サ

ー
ビ
ス
利

用
状

況
の

確
認

の
み

な
ら
ず
、
利

用
者

と
の

一
層

の
信

頼
関

係
を
醸

成
し
、
新

た
な
ニ
ー
ズ
や

状
況

の
変

化
に
応

じ
た
ニ
ー
ズ
を
見

出
し
、
サ

ー
ビ
ス
の

再
調

整
に
関

す
る
助

言
を
す
る
な
ど
、
継

続
的

か
つ
定

期
的

に
実

施
す
る
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

・
特

に
高

齢
障

害
者

が
介

護
保

険
サ

ー
ビ
ス
へ

移
行

す
る
際

に
は

、
制

度
間

の
隙

間
が

生
じ
な
い
よ
う
相

談
支

援
専

門
員

に
よ
る
十

分
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実

施
し
、
そ

の
結

果
を
介

護
支

援
専

門
員

に
よ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
も
つ
な
げ
る
べ

き
。

・
相

談
支

援
専

門
員

一
人

が
担

当
す
る
利

用
者

の
数

も
し
く
は

一
月

あ
た
り
の

対
応

件
数

に
つ
い
て
、
一

定
の

目
安

を
設

定
す
る
こ
と
も
相

談
支

援
の

質
の

確
保

に
あ

た
っ
て
は

必
要

。
ま
た
、
地

域
相

談
支

援
に
つ
い
て
も
、
障

害
者

の
地

域
移

行
を
促

進
す
る
観

点
か

ら
、
計

画
相

談
支

援
と
の

連
携

を
よ
り
一

層
有

効
に
進

め
る
べ

き
。

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
等

の
支

給
決

定
の

内
容

が
サ

ー
ビ
ス
等

利
用

計
画

案
と
大

き
く
異

な
る
場

合
に
は

、
市

町
村

の
担

当
職

員
や

相
談

支
援

専
門

員
を
中

心
と
し
て

地
域

の
関

係
者

間
で
調

整
を
行

う
必

要
が

あ
る
。
そ
の

た
め
、
市

町
村

の
担

当
職

員
に
お
い
て
は

、
機

械
的

に
事

務
処

理
を
進

め
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
相

談
支

援
従

事
者

研
修

な
ど
に
参

加
す
る
こ
と
な
ど
を
通

じ
て
一

定
の

専
門

的
知

見
を
身

に
つ
け
、
適

切
か

つ
積

極
的

な
調

整
を
行

う
べ

き
。

と
り
ま
と
め
の

ポ
イ
ン
ト
Ⅱ

～
相

談
支

援
体

制
に
つ
い
て
～

関連資料７－２
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12 障害者の地域生活への移行等について

（１）グループホームの整備促進について

障害者の地域生活への移行を促進するためには、地域における住まいの

場であるグループホームを確保することが重要である。

グループホームの利用者数は、平成 28 年 10 月時点で、介護サービス包

括型では 9.0 万人、外部サービス利用型では 1.6 万人、計 10.6 万人であり、

障害者自立支援法施行前の平成 17 年度の 3.4 万人から着実に増加している。

第４期障害福祉計画（平成 27～29 年度）では、平成 29 年度末までに全

国で 12.2 万人がグループホームを利用することが見込まれており、引き続

き、整備を進めていくことが求められている。

特に都市部における整備促進の観点から平成 26 年度より、都市部など土

地の取得が困難な地域等において、各都道府県等の判断で地域の居住支援

体制を柔軟に整備できるよう、一定の条件を満たすものとして都道府県知

事等が認めた場合には、1 つの新築の建物の中に合計定員 20 名までの範囲

内で複数の共同生活住居の設置を認めており、必要に応じ活用されたい。

また、次の第 5 期障害福祉計画（平成 30 年～32 年度）においても、これ

までと同様、施設入所者数の削減及び施設入所者の地域移行の推進に取り

組むこととしており、都道府県等におかれては、引き続き、グループホー

ムの整備を促進し、施設入所者の地域生活への移行に努められたい。

（２）グループホームの設備基準について

平成 28 年地方分権改革に関する提案の中で、指定共同生活援助（グルー

プホーム）と特別養護老人ホームを同一敷地内に整備することを可能とす

るよう提案があり、当該提案に対する対応について、「平成 28 年の地方か

らの提案等に関する対応方針」が平成 28 年 12 月 20 日付で閣議決定された

ところである。

グループホームの立地については、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準」（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号）

（以下「指定基準」という。）第 210 条第 1 項に定めているところであるが、

当該地方分権改革に関する提案のほか一部の自治体から照会があったこと

から、グループホームの立地に関する考え方について、「指定共同生活援助

（グループホーム）の指定基準（立地）に関する疑義について」（平成 29

年 1 月 19 日障障発第 0119 第 2 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課長通知）を発出したところである。（関連資料１）

グループホームの立地については、指定基準第 210 条第 1 項に定めてい

るところであるが、本項は、グループホームの利用者が家庭的な雰囲気の
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下でサービスの提供を受けるとともに、地域との交流を図ることによる社

会との連帯を確保する観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家

族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により

日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」という。）

又は病院の敷地外にあることを基本とする観点から定めているものである。

このため、指定基準第 210 条第 1 項中の入所施設又は病院の敷地外にあ

るようにしなければならない旨の規定は、グループホームは障害者の住ま

いであることを踏まえた適切な環境が確保されるよう、

① 一般の住宅と同様に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保

されること、

② 利用者の選択によらず日中及び夜間を通して利用者の生活がグルー

プホームと併設事業所のみで完結するような生活とならないこと、

という趣旨の実現を目指して定めたものであり、特定の施設類型との合築

や同一敷地内の立地を規制する趣旨ではない。

また、当該規定は、指定基準第１条に定めるとおり、都道府県、指定都

市又は中核市（以下「都道府県等」）が条例を定めるにあたって「参酌すべ

き基準」に該当するものであることから、具体的な取扱いは都道府県等ご

とに様々であり、例えば、特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護

等と同一建物にグループホームの設置を認めている都道府県や、指定基準

に規定する入所施設・病院に加えて通所系事業所についてもグループホー

ムの敷地外に設置することを要件とする都道府県などがある。

なお、上記解釈は従前より変更はなく、また、各都道府県等における現

行の運用の見直しを求めるものではないことを申し添える。

あわせて、グループホームの立地に関し、新たに整備が予定されるグル

ープホームにおける利用者の生活がグループホームと併設事業所のみで完

結するような運用への懸念から、一部の都道府県において、画一的な指導

が行われているとの指摘がある。

グループホームについては、平成 30 年 4 月の報酬改定では入居者の重度

化・高齢化に対応できる機能を備えたグループホームについて検討を進め

ており、今後一層、障害のある方の住まいとしての中心的な役割が期待さ

れる。

多様な担い手により新たなグループホームが整備されていく中で、グル

ープホームは障害者の住まいであるという趣旨に則った適切な運営の確保

を前提とした上で、画一的な取扱いとなることのないよう、都道府県等に

おいては、新たにグループホームを整備する者との間で、当該グループホ

ームにおける運営方針（グループホームにおけるサービス内容や想定され

る日中活動の場など）も含め、事前に十分な協議を行うようお願いする。
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（３）グループホームの防火安全対策について

グループホームの防火安全対策については、平成 25 年 2 月に発生した長

崎市の認知症高齢者グループホーム及び新潟市の障害者グループホームに

おける火災を受け、平成 25 年度、総務省消防庁において「障害者施設等火

災対策検討部会」が 4 回開催され、平成 26 年 3 月に報告書がとりまとめら

れた。

これを踏まえ、消防法施行令等が改正され、グループホーム等における消

防用設備等の設置基準の見直しが行われた。見直し後の基準は、平成 27 年

4 月 1 日時点において存する施設については平成 30 年 4 月から適用される

（新規施設については平成 27 年 4 月から適用済）ため、都道府県等におか

れては、これらの内容をご了知の上、管内の消防署等と連携を図りつつ、

管内市町村、関係事業所等に対して必要な周知徹底をし、グループホーム

等の防火安全体制の推進に万全を期されるようご協力をお願いする。（関連

資料２）

特にスプリンクラー設備については、今回の見直しにより小規模なグルー

プホーム等においても設置が必要となるケースが生じるが、設置場所や建

物構造等によっては当該設備の設置が困難な場合も想定されることから、

消防庁では、スプリンクラー設備に代えて、小規模なグループホーム等に

も対応可能なパッケージ型自動消火設備を整備可能とするよう開発・検討

を進め、平成 28 年 1 月 29 日に小規模なグループホーム等に対応した新た

なパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準等を規

定した消防庁告示（「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技

術上の基準の一部を改正する件」（平成 28 年 1 月 29 日消防庁告示第 2 号））

が施行された。この改正により延べ面積 275 ㎡未満の施設に設置が可能な

ものとして、パッケージ型自動消火設備のⅡ型が規定されたが、これは従

来のスプリンクラー設備等と比較して簡便な工事で設置可能なものとされ

ており、また、設置する居室の形状等により、複数のタイプのものから選

択可能とのことなので、都道府県等におかれては、このような設備の活用

について管内事業者等に周知されたい。（関連資料３）

また、スプリンクラー設備など消防用設備等の設置義務のあるグループホ

ームなどの障害者施設等はもとより、構造等により設置義務のない場合で

あっても、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、社会福祉施設等施設

整備費補助金の補助対象としており、当該補助金を積極的に活用すること

等によりその設置促進に努め、設置義務の有無にかかわらず防火安全対策

に万全を期すよう努められたい。なお、上記のパッケージ型自動消火設備

を含めて消防用設備等の設置については社会福祉施設等施設整備費補助金

の補助対象としているので、積極的に活用されたい。加えて、消防用設備

等を賃貸物件に設置する場合についても、助成対象としている。

各自治体においては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、スプリン

クラー設備の設置義務の免除要件を踏まえた上で、スプリンクラー設備の
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設置が新たに義務付けられる施設に対しては、改正令の施行時期にかかわ

らず、早期の設置促進に努められたい。

（４）矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援策について

矯正施設等を退所した障害者については、福祉的支援が必要であるにもか

かわらず必要とする福祉サービス等を受けていない者が少なくない状況が

明らかになっている。

このため、矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行を支援するた

め、平成 21 年度から地域生活定着支援センターと保護観察所が協働し、グ

ループホームなど福祉施設等への受け入れ調整等を行っている。

また、平成 24 年 6 月に成立した障害者総合支援法では、地域移行支援の

対象に新たに「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を

必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」が追加され、平成 26 年

4 月から、保護施設や矯正施設、更生保護施設に入所等している障害者を支

援対象に加えた。また、面談、支援計画の作成、住居の確保など障害者支援

施設やグループホーム等で矯正施設等を退所した障害者を受け入れ、地域で

生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合には、報酬上、地

域生活移行個別支援特別加算により評価している。

当該加算の算定実績は、全国的には増加傾向にあるが、算定実績の全くな

い自治体もあり、地域によって取組状況に差異がみられる。都道府県等にお

かれては、地域生活支援事業における「矯正施設等を退所した障害者の地域

生活への移行促進事業」を活用し、罪を犯した障害者等への支援に係る専門

性の強化や地域住民等に対する普及啓発等に取り組む等、矯正施設等に入所

等している障害者が退所等に伴い円滑に地域生活に移行できるよう取り組

まれたい。

（参考）地域生活移行個別支援特別加算の算定実績の推移

平成 25 年 10 月 平成 26 年 10 月 平成 27 年 10 月 平成 28 年 10 月

包括型ＧＨ 110 人 256 人 286 人 311 人

外部型ＧＨ 134 人 68 人 80 人 75 人

障害者支援施設 42 人 46 人 51 人 45 人

宿泊型自立訓練 41 人 33 人 53 人 66 人

合計 327 人 403 人 470 人 497 人

※障害者支援施設については、個人加算の算定利用者数を計上
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（５）地域相談支援の着実な実施について

平成 24 年 4 月 1 日から創設された地域移行支援及び地域定着支援につい

ては、各自治体が定める第 4 期障害福祉計画では、平成 29 年度における 1

ヶ月あたりの利用見込量は、地域移行支援は 4,375 人、地域定着支援は 6,648

人となっている。

しかしながら、直近（平成 28 年 10 月）の利用実績は、地域移行支援が

503 人、地域定着支援が 2,673 人であり、目標を大きく下回る水準で推移し

ている。また、取組状況については都道府県ごとに差異があり、人口 100

万人あたりの利用実績では、島根県や愛媛県等において高い利用実績がみ

られる一方で、平成 27 年度を通じて利用実績がない県もある。

多くの利用実績がみられる都道府県では、例えば、

・ 都道府県や精神保健福祉センター、保健所等の関係機関の役割の明確化

・ 地域移行支援に係る協議の場における目標設定や進捗状況の把握、課題

分析等の定期的な実施、検討結果の施策への反映

・ 圏域アドバイザーによる精神科病院への働きかけ

・ ピアサポーターによる入院患者の退院意欲喚起

等の取組を重層的に行い、保健・医療・福祉の関係者による精神障害者に

対する理解を深めるとともに、支援に向けた連携体制の構築が図られてい

る。

このため、これらの利用が進んでいない自治体におかれては、障害者支

援施設や精神科病院等からの地域移行及び地域移行後の地域生活への定着

を着実に進めるため、障害者総合支援法に規定する協議会を積極的に活用

し、地域相談支援の提供体制の確保に取り組むようお願いする。

また、効果的な地域移行支援及び市町村等における連携体制の構築を円

滑に進めていただくため、平成 28 年度障害者総合福祉推進事業の中で、公

益財団法人日本精神保健福祉士協会において「地域移行推進ガイドライン

（仮称）」を作成している。当該ガイドラインでは、地域移行を推進するた

めに必要な知識、支援方法、連携のあり方、協議会の活用方法等について

取りまとめることとしており、後日、都道府県、指定都市及び中核市等に

対し配布予定であるので、ご活用いただきたい。（関連資料４）
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障障発0119第2号

平成29年1月19日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管課長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長

（公印省略）

指定共同生活援助の指定基準（立地）に関する疑義について

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

標記について、一部の自治体から照会があり、別添のとおりお示しします。

なお、当該疑義解釈は、厚生労働省における考え方をあらためてお示しする趣旨であ

り、従来の取扱いを変更するものではありません。また、当該規定は、都道府県が条例

を定めるにあたって「参酌すべき基準」に該当するものであり、当該疑義解釈によって、

各都道府県等における取扱いの見直しを求めるものではないことを申し添えます。

（照会先）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

地域移行支援係 渡辺、大石

TEL：０３－５２５３－１１１１(３０４５)
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（別添）

１．指定基準第210条第１項をどのような趣旨で定めたのか。

（答）

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171

号。以下「指定基準」という。）第210条第１項は、指定共同生活援助に係る共同生活

住居（以下「グループホーム」という。）の利用者が家庭的な雰囲気の下でサービスの

提供を受けるとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点

から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以

下「入所施設」という。）又は病院の敷地外にあるようにすることを基本とする趣旨に

より定めたものである。

○ なお、本項は、指定基準第１条に定めるとおり、都道府県等が指定障害福祉サービ

スの事業の設備及び運営に関する基準に係る条例を定めるにあたって「参酌すべき基

準」に該当するものであり、当該条例については、地域の実情を踏まえて、都道府県

等が定めるべきものである。

２．指定基準第210条第１項に規定する「入所施設」とは、具体的にどのような施設か。

また、同項に規定する「入所施設」に、特別養護老人ホームは含まれるのか。

（答）

○ 「入所施設又は病院の敷地外にあるようにすること」とする規定は、グループホー

ムが障害者の住まいであることを踏まえた適切な環境が確保されるよう、

① 一般の住宅と同様に、利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されること

② 利用者の選択によらず、日中及び夜間を通して利用者の生活がグループホーム及

びその併設事業所のみで完結するような生活とならないこと

などの趣旨に則り定めたものであり、特定の類型の施設との合築や、同一敷地内の設

置を規制する趣旨ではない。

○ このため、都道府県等によって取扱いは様々であり、都道府県知事等が地域の実情

を踏まえ、グループホームの趣旨に則った運営が確保されるものであるかを判断した

上で、特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業所等と同一建物内にグルー

プホームの設置を認める都道府県等や、入所施設及び病院に加えて通所系サービス事

業所の敷地外に設置することを要件とする都道府県等もある。

○ したがって、「入所施設」については、施設類型のみをもって一律に合築等の可否を

判断せず、新たに設置が計画されているグループホームが、グループホームの趣旨に

則った運営が確保されるものであるかについて、都道府県知事等が、立地や運営形態

などを総合的に勘案して判断すべきものである。
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対
象
施
設

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

※
３

自
動
火
災
報
知
設
備

消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備

改
正
前

平
成
2
7
年
4
⽉
〜

改
正
前

平
成
2
7
年
４
⽉
〜

改
正
前

平
成
2
7
年
4
⽉
〜

【
⼊
所
施
設
（
障
害
児
・
重
度
障
害
者
）
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
重
度
）
】

※
消
防
法
施
⾏
令
別
表
第
１
（
６
）
項
ロ
関
係

①
障
害
児
施
設
（
入
所
）

②
障
害
者
支
援
施
設
・
短
期
入
所
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
障
害
支
援

区
分
４
以
上
の
者
が
概
ね
８
割
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

２
７
５
㎡
以
上

全
て
の
施
設

※
２
を
除
く
。

全
て
の
施
設

全
て
の
施
設

【
上
記
以
外
（
延
べ
面
積
3
0
0
㎡
以
上
の
も
の
（
利
⽤
者
を
⼊
居
さ
せ
、
⼜
は

宿
泊
さ
せ
る
も
の
は
全
て
の
施
設
）
）
】

※
消
防
法
施
⾏
令
別
表
第
１
（
６
）
項
ハ
関
係

①
障
害
児
施
設
（
通
所
）

②
障
害
者
支
援
施
設
・
短
期
入
所
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
障
害
支
援

区
分
４
以
上
の
者
が
概
ね
８
割
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

③
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、

福
祉
ホ
ー
ム
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
生
活
介
護
、

、
⾃
⽴
訓
練
、
就
労
移
⾏
⽀
援
、
就
労
継
続
⽀
援
）

６
０
０
０
㎡
以
上

（
平
屋
建
て
を
除
く
）

３
０
０
㎡
以
上

延
べ
面
積
が
3
0
0

㎡
以
上
の
も
の

（
利
⽤
者
を
⼊

居
さ
せ
、
ま
た
は

は
宿
泊
さ
せ
る
も

の
は
全
て
）

５
０
０
㎡
以
上

【
（
新
設

）
平

成
2
7
年

4
月

～
（
既

設
※
１
）
平
成

３
０
年

４
月

～
】

グ
ル

ー
プ
ホ

ー
ム
等

に
お

け
る
消

防
設
備

の
設

置
義

務

※
１

平
成

2
7
年

4
月

1
日
時
点
に
お
い
て
存
す
る
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
（
新
築

、
増

築
、
改

築
、
移

転
、
修

繕
又

は
模

様
替

え
の

工
事

中
の

も
の

を
含

む
）
に
つ
い
て
は
、
平

成
３
０
年

３
月

末
ま
で
の
猶
予
期
間
あ
り
。

※
２

障
害
支
援
区
分
の
認
定
調
査
項
目

の
う
ち
、
障
害

支
援

区
分

４
以
上

で
「
移

乗
」
「
移

動
」
「
危

険
の

認
識

」
「
説

明
の

理
解

」
「
多

動
・
行

動
停

止
」
「
不

安
定

な
行
動
」
の

6
項
目
の
い
ず
れ
の
項
目
も
「
全
面
的
な
支
援
が
必
要
」
「
理
解
で
き
な
い
」

「
判
断
で
き
な
い
」
等
に
該
当
し
な
い
者

の
数

と
障
害

支
援

区
分

３
以

下
の

者
の

数
と
の

合
計

が
利

用
者

の
２
割

以
上

で
あ
っ
て
、
延

べ
面

積
が

2
7

5
㎡

未
満
の

も
の

※
３

防
火
区
画
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
る
構

造
上

の
免

除
要

件
あ
り
（
別

紙
）

★
平
成
2
7
年
４
⽉
か
ら
基
準
を
変
更

消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
は
、
自
動
火
災
報
知
設

備
の
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
起
動
す
る
も
の
と
す
る
よ
う
基

準
を
変
更

関連資料２
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1
,0
0
0㎡

未
満

施
設

用
1
0
,0
00

㎡
以

下
対

応

薬
剤
ボ
ン
ベ
は

屋
上
等
に
設
置

ユ
ニ
ッ
ト
が

３
台

→
１
台

○
近
年
、
比
較
的

小
規
模
な
施
設
で
重
大
な
人
的
被
害
を
伴
う
火
災
が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
消
防
法
施
行
令

が
改
正
さ
れ
、
自

力
で
避

難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
が
入
所
す
る
高
齢
者
・
障
害

者
施
設
や
避
難
の
た
め
に
患
者
の
介
助
が
必

要
な
有
床
診
療
所
・
病

院
に
つ
い
て
は

、
原
則
と
し
て
面
積
に
か
か
わ
ら
ず
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
が
義
務
付
け

（
社

会
福

祉
施

設
は

平
成

２
７
年

４
月

１
日

施
行

。
有

床
診

療
所

・
病

院
は

平
成

２
８
年

４
月

１
日

施
行

。
と
も
に
経

過
措

置
あ
り
）

そ
れ
に
伴
い
、
自

力
避
難
困
難
性
の
高
い
小
規
模
施
設
に
つ
い
て
、
特
定
施

設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置

可
能
施
設
を
拡
大

社
会

福
祉

施
設
（
延

べ
面

積
1

,0
0

0
㎡

未
満
）

→
社
会
福
祉
施
設
、
有
床
診
療
所
・
病

院
等

（
基

準
面

積
1

,0
0

0
㎡

未
満

）
※

基
準

面
積

に
算

入
し

な
い

部
分

…
手

術
室

・
レ

ン
ト

ゲ
ン

室
等

の
医

療
施

設
特

有
の

ヘ
ッ

ド
免

除
部

分
で

、
一

定
の

防
火

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

部
分

○
比
較

的
小
規
模
な
施

設
に
対

応
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置

を
可
能
と
す
る
た
め
、
必
要
な
技
術
上
の
基
準

を
策
定
（
H
２
８
年
１
月

２
９
日
公
布
・
施
行
）

1
,0
0
0
㎡

未
満

施
設

用
：
各

消
火

区
画

に
対
す
る
構
造
等
は
従
前
の
も
の
と
同
様
で
、
消
火

薬
剤

容
器

等
の

ユ
ニ
ッ
ト
数

を
３
か

ら
１
に
し
た
も
の

2
7
5
㎡

未
満

施
設
用

：
小

規
模

施
設

の
特

性
に
対
応
し
た
消
火
性
能
を
有
し
、
居
室
単
位

で
の

簡
易

な
工

事
で
設

置
が

可
能

な
も
の

0
㎡

1
,0
0
0
㎡

+
α

（
基

準
面

積
）

2
7
5
㎡

1
0
,0
0
0
㎡

2
7
5
㎡

未
満
施

設
用

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

自
動

消
火

設
備

パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

設
備
等

の
自

動
消

火
設

備
の

設
置

に
係
る
環
境
整
備
に
つ
い
て

延
べ

面
積2
7
5
㎡

未
満

施
設

用

【
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型

自
動

消
火

設
備

】
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

自
動

消
火

設
備

（
1
0
,0
0
0
㎡

以
下

対
応

）
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型

自
動

消
火

設
備

（
1
0
,0
0
0
㎡

以
下

対
応

）

特
定
施
設
水

道
連

結
型

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
特
定
施
設
水

道
連

結
型

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備

1
,0
0
0㎡

未
満

施
設

用
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型

自
動

消
火

設
備

パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

自
動

消
火

設
備

の
告

示
改

正
パ

ッ
ケ

ー
ジ

型
自

動
消

火
設

備
の

告
示

改
正

1

総
務

省
消

防
庁

資
料

関連資料３
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パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

自
動

消
火

設
備

（
Ⅱ

型
）

の
製

品
開

発
状

況
パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

自
動

消
火

設
備

（
Ⅱ

型
）

の
製

品
開

発
状

況

2

製
品
A

製
品
B

製
品
C

製
品
D

製
品
E

防
護
面
積

1
3
平
方
メ
ー
ト
ル

消
火
薬
剤

容
量

第
三
種
浸
潤
材
等
入
り
水

1
6
リ
ッ
ト
ル

（
４
リ
ッ
ト
ル
×
４
本
）

1
8
リ
ッ
ト
ル

（
９
リ
ッ
ト
ル
×
２
本
）

1
6
リ
ッ
ト
ル

（
1
6
リ
ッ
ト
ル
×
１
本
）

3
6
リ
ッ
ト
ル

（
９
リ
ッ
ト
ル
×
４
本
）

3
6
リ
ッ
ト
ル

（
1
8
リ
ッ
ト
ル
×
２
本
）

サ
イ
ズ
(m
m
)

W
9
0
0
・
D
1
8
0
・
H
4
0
0

W
3
8
0
・
D
2
0
5
・
H
8
3
0

W
2
3
0
・
D
2
0
5
・
H
1
4
0
0

W
7
3
2
・
D
2
0
5
・
H
8
3
0

W
4
1
2
・
D
2
0
5
・
H
1
4
8
4

設
置

イ
メ
ー
ジ

壁
に
設
置
す
る
場
合

押
入
れ
に
設
置
す
る
場
合

床
に
設
置
す
る
場
合

（
製
品
B
の
約
２
倍
）

（
製
品
C
の
約
２
倍
）

付
帯
条
件

放
出
⼝
を
設
置
す
る
居
室
等
の
壁
が
、
建
築
基
準
法
施
⾏
令
第
１
条
第
５
号
で
定
め
る
準
不
燃

材
料
の
内
装
仕
上
げ
で
あ
る
こ
と
。

（
内
装
仕
上
げ
不
要
）

認
定

平
成
2
8
年
2
月
認
定
済
み

平
成
2
8
年
6
月
認
定
済
み

総
務

省
消

防
庁

資
料
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グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等

に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
Ⅱ
型
を
設
置
す
る
際
、

次
の
場
合
は
２
台
以
上
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

（
１
）
1
3
㎡
以
下
の
居

室
に
対

し
収

納
設
備
が
設
け
ら
れ

1
3
㎡
を
超
え
る
場
合

（
図

１
参
照
）

（
２
）
居
室
と
収
納

設
備
の
床
面
積
の
合
計
が

1
3
㎡
以
下
で
あ
っ
て
も
、
居
室
や

収
納
設
備
の
形
状
等
の
理
由
か
ら
１
台
の
Ⅱ
型
で
は
防
護
し
難
い
場
合
（
図

２
参
照
）

パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

自
動

消
火

設
備

（
Ⅱ

型
）

の
設

置
に

係
る

特
例

の
考

え
方

（
H
2
8
.9
.1
3
消
防
予
第

2
7
8
号

）
パ

ッ
ケ

ー
ジ

型
自

動
消

火
設

備
（

Ⅱ
型

）
の

設
置

に
係

る
特

例
の

考
え

方
（

H
2
8
.9
.1
3
消
防
予
第

2
7
8
号

）

次
の

１
～

３
の

条
件

を
満

た
す
場

合
は

、
収

納
設

備
は

居
室

と
比

べ
て
出

火
危

険
性

が
低

い
こ
と
、
居

室
と
比

較
し
て
体

積
が

小
さ
い
た
め
早

期
の

火
災

感
知

が
可

能
で
あ
る
こ
と
及

び
防

護
面

積
が

小
さ
い
こ
と
に
鑑

み
、
令

第
3
2
条

を
適

用
し
収

納
設

備
に
対

し
Ⅱ

型
に
代

え
て
住

宅
用

下
方

放
出

型
自

動
消

火
装

置
を
設

置
し
て
も
差

し
支

え
な
い
。

１
一

の
収

納
設

備
の

床
面

積
は

３
㎡

以
下

２
設

置
す
る
住

宅
用

下
方

放
出

型
自

動
消

火
装

置
は

、
収

納
設

備
を
防

護
で
き

る
性

能
を
有

し
て
い
る
。

３
住

宅
用

下
方

放
出

型
自

動
消

火
装

置
に
つ
い
て
も
定

期
的

に
点

検
が

実
施

さ
れ

適
切

に
維

持
管

理
さ
れ

て
い
る
。

※
な
お
、
設

置
す
る
住

宅
用

下
方

放
出

型
自

動
消

火
装

置
は

、
居

室
と
収

納
設

備
が

一
の

同
時

放
射

区
域

と
な
る
場

合
で
あ
っ
て
も
必

ず
し
も
Ⅱ

型
と
の

連
動

を
要

さ
な
い
も
の

と
す
る
。

図
１

図
２

3

総
務

省
消

防
庁

資
料
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地
域

移
行

推
進

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

○
障
害
者

総
合

支
援

法
施

行
3
年

後
の
見

直
し
で
は
、
「
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
・
地
域
生
活

の
支

援
を
進

め
る
た
め
に
は
、
精

神
障

害
者

の
特

性

が
地

域
に
お
い
て
正

し
く
理

解
さ
れ

る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
住
民
と
医
療
・
保
健
・
福
祉

の
関

係
者

が
精

神
障

害
者

に
対

す
る
理

解
を
深

め
る
と

と
も
に
、
支

援
に
向
け
た
連

携
体

制
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ

て
お
り
、
「
精
神
障
害

者
の
特

性
と
そ
れ

に
応

じ
た
適

切
な
対

応
方

法
に
つ
い

て
、
研

修
の
標

準
化

や
実

地
研

修
の
活

用
な
ど
、
必
要
な
知
識
・
技
術
を
持
っ
た
福
祉
に
携
わ
る
人

材
の
育

成
を
推

進
す
べ
き
で
あ
る
」
と
今

後
の
方

針
が
取

り
ま
と
め
ら
れ

た
。

○
上
記

の
取

り
ま
と
め
を
受

け
、
指

定
一

般
相
談
支
援
事
業
所
及
び
精
神
科
病
院
の
従
事

者
が
、
市

町
村

等
に
お
け
る
連

携
体

制
の
構

築
を
図

り
な

が
ら
、
効

果
的

な
地

域
移

行
支

援
を
行

う
た
め
の
手
引
き
書
と
し
て
「
地
域
移
行
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
平

成
2
8
年

度
障

害
者

総
合

福
祉

推
進

事
業

に
お
い
て
作

成
し
た
。

（
障
害

福
祉

）
○

指
定

一
般

相
談
支

援
事

業
所

○
基
幹
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー

○
委
託
相

談
支

援
事

業
所

（
医
療

）
○
地
域
移

行
機

能
強

化
病

床
を
持

つ
精

神
科
病
院

○
上
記
以

外
の

精
神

科
病

院
（
そ
の
他
）

○
市
町
村

の
障

害
福

祉
担

当
課

等

対
象

○
精
神
障
害
者

の
地

域
移

行
を
め
ぐ
る
動

向

・
長
期
入
院
精
神

障
害

者
の
地

域
移

行
を
推

進
す
る
こ
と
の
意

義

・
地
域
移
行
を
推

進
す
る
た
め
の
国

の
施

策

○
地
域
移
行
の
進

め
方

と
市

町
村

（
圏

域
）
に
お
け
る
連

携
体

制
の
構

築

・
地
域
移
行
の
進

め
方

・
地
域
移
行
推
進

に
お
け
る
関

係
機

関
・
関

係
者

の
役

割

内
容

○
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
や
精
神
科
病
院

の
従

事
者

等
が
、
精

神
障

害
者

の
地

域
移

行
支

援
に

係
る
知

識
や
技
法

、
具

体
的

な
進

め
方

を
会
得
し
、
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
の
推
進

に
寄

与
で
き
る
。

期
待

さ
れ

る
効

果

関連資料４
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地
域

移
行

推
進

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

○
指

定
一
般
相
談
支
援

事
業

所
及

び
精

神
科

病
院

の
従
事
者
が
、
市
町
村
等
に
お
け
る
連
携
体
制
の
構
築
を
図

り
な
が
ら
、
効

果
的

な
地

域
移

行
支

援
を
行

う
た
め
の
手

引
き

書
と
し
て
「
地
域
移
行

推
進

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
平

成
2
8
年
度
障
害
者
総
合
福
祉
推
進
事
業
に
お
い
て
作
成
し
た
。

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構
成
は
、
「
１
．
精

神
障

害
者

の
地

域
移
行
を
め
ぐ
る
動
向
」
「
２
．
地
域
移
行
の
進
め
方
と
市
町

村
（
圏

域
）
に
お
け
る
連

携
体

制
の
構

築
」
と
し
て
お
り
、
地

域
移

行

の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
「
導

入
期

」
「
初

期
」
「
中

期
」
「
後
期
」
「
地
域
定
着
期
」
に
分
け
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従

い
関

係
機

関
の
役

割
と
共

に
解

説
し
て
い
る
。

《
精

神
科

病
院

》

【
導
入
期
】
退
院
意
欲
を
取
り
戻
す
支
援

・
情
報
を
知
る
、
選
択
す
る
機
会

・
家
族
が
安
心
す
る
環
境
整
備

・
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
の
派
遣

・
保
健
所
、
相
談
支
援
事
業
所
と
の
連
携

《
宿

泊
型

自
立

訓
練

等
》

【
初
期
】
地
域
移
⾏
⽀
援
の
申
請

・
相
談
支
援
専
門
員
と
の
連
携

・
サ
ー
ビ
ス
等
利
⽤
計
画
の
作
成

【
中
期
】
日
中
活
動
や
宿
泊
の
体
験

・
日
中
活
動
や
住
ま
い
の
選
択

【
後
期
】
退
院
後
の
サ
ー
ビ
ス
利
⽤
申
請

・
退
院
後
の
サ
ー
ビ
ス
等
利
⽤
計
画
案
作
成

・
通
院
先
の
調
整
、
受
診
手
順
の
確
認

【
地
域
定
着
期
】
各
種
サ
ー
ビ
ス
利
⽤

・
地
域
定
着
⽀
援
等
の
利
⽤

・
精
神
科
診
療
所
等
と
の
連
携

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・
緊
急
時
の
支
援

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

相
談

支
援

事
業

所

地
域

生
活

の
準

備
や

福
祉

サ
ー
ビ
ス
の

見
学

・
体

験
の

た
め
の

外
出

へ
の

同
行

支
援

や
住

ま
い
探

し
な
ど
を
支

援
。

を
行

う
。

地
域

生
活

に
移

行
し
た
者

や
地

域
生

活
が

不
安

定
な
者

な
ど
を
対

象
に
夜

間
等

も
含

む
緊

急
時

の
連

絡
・
相

談
等

の
サ

ポ
ー
ト

を
行

う
。

地
域
定
着
支
援

障
害

者
の

抱
え
る
課

題
や

適
切

な
サ

ー
ビ
ス
利

用
に
向

け
て
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
き
め
細

か
く
支

援
。

地
域
移
⾏
⽀
援

計
画
相
談
支
援

事
業

所
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

社
会

福
祉

協
議

会

保
健

・
医

療
機

関

不
動

産
関

係
業

者

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

市
町

村
保

健
福

祉
担

当
部

局
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー

協
議

会

《
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

》

《
自

宅
等

》

《
保

健
所

》

《
一

般
病

院
》

・
か

か
り

つ
け

医

《
精

神
科

診
療

所
》

地
域
⽣
活
へ
の
移
⾏
⽀
援

《
日

中
活

動
事

業
所

》

・
体
験

通
院
・
通
所

ア
ウ
ト
リ
ー

チ
チ
ー
ム
に

よ
る
支
援

訪
問
・
外
来

デ
イ
ケ
ア

精
神
科
救
急

医
療
体
制

地
域
移
⾏
⽀
援
部
会
等
を
設
置
し
、

地
域
の
課
題
を
踏
ま
え
た
支
援
体

制
の
整
備
等
を
協
議

ニ
ー
ズ
・
困
難
事
例

等
の
相
談

増
悪
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13 障害者虐待の未然防止・早期発見等について

（１）障害者虐待の未然防止・早期発見について

① 障害者虐待事例への対応状況等

平成 28 年 12 月 16 日に公表した「平成 27 年度都道府県・市区町村にお

ける障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」では、養護者による虐

待は減少傾向にある一方で、施設従事者等による虐待は増加傾向にあり、

平成 26 年度と比較して相談・通報件数は 24％増加（1,746 件→2,160 件）、

虐待と判断された件数は 9％増加（311 件→339 件）となっている。【関連

資料１】

施設従事者等からの相談・通報件数が増加傾向にあることは、通報義務

に関する理解が浸透されつつある状況とも解されるが、適切に虐待通報を

行った職員等への不利益な取扱い等がなされないよう、障害者虐待防止法

の趣旨について周知徹底を図るとともに、管理者等の研修受講状況につい

て把握し、未だ研修を受講していない管理者等に対しては、研修受講の徹

底を図られたい。

なお、これまで地域生活支援事業の任意事業であった障害者虐待防止対

策支援事業については、平成 29 年度予算案において新たに創設された「地

域生活支援促進事業」として特別枠に位置づけている。今後の予定として

は、今年度中に各都道府県あてに平成 29 年度の本事業に係る要望見込額

の提出を依頼し、来年度の申請手続までに事前調整を行うこととしている

ので、予めご承知おき願いたい。

② 障害者虐待防止マニュアルの見直しについて

厚生労働省では、今年度中に「市町村・都道府県における障害者虐待の

防止と対応」及び「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と

対応の手引き」の改正を検討しており、現在予定している主な改正事項は

以下のとおりである。詳細については追って事務連絡を発出することとし

ているが、今回の改正事項を留意の上、引き続き障害者の虐待防止や権利

擁護に努められたい。

（改正内容）

・ マニュアルの前文に、共生社会の実現及び権利擁護の視点に関する

記述を追加。

・ 成年後見制度利用促進法の施行に伴い、政府において策定された成

年後見制度利用促進基本計画に関する記述を追加。
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（２）障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進について

① 「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（案）」

について

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律（平成 24 年法律第 51 号）の附則第

３条においては、法施行後３年を目途として障害福祉サービスの在り方等

について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされ

ており、「障害者の意思決定支援の在り方」が見直し事項の一つに挙げら

れている。

これを踏まえ、社会保障審議会障害者部会では、平成 27 年４月から見

直しに向けた検討を行い、平成 27 年 12 月に今後の取組について報告書を

取りまとめ、同報告書では、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセ

ス、留意点を取りまとめた「意思決定支援ガイドライン（仮称）」を作成

し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有し、普及を図るべ

き旨が盛り込まれたところである。

厚生労働省においては、同報告書やこれまでの障害者総合福祉推進事業

による研究報告書を踏まえ、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定

支援ガイドライン（案）」を作成し、ホームページに掲載の上、パブリッ

クコメントの募集を行ったところである。

今後、寄せられた意見を踏まえつつ、今年度中に障害保健福祉部長通知

として発出することとしているので、地方自治体におかれては、障害者の

意思決定の支援がより一層適切に図られるよう、指定事業者及び指定相談

支援事業者に対して周知いただくとともに、研修など様々な機会を通じて

本ガイドラインの普及に努められたい。【関連資料２】

② 成年後見制度の利用促進について

平成 28 年 4 月に成年後見制度利用促進法が成立し、政府においては平

成 28 年度中に「成年後見制度利用促進委員会意見」（平成２９年１月）を

踏まえ、「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定することとしてい

る。平成 29 年度以降は、この基本計画を踏まえ、地方自治体において各

地域での計画を作成することが求められており、本基本計画の趣旨を理解

の上、より一層成年後見制度の利用促進に向けた取組を図られたい。【関

連資料３】

特に、「成年後見制度利用促進委員会意見」においては、「若年期からの

制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場合、継続性や専門

性の観点から、法人後見の活用が有用である場合もあり、後見監督等によ

る利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、その活用を図って

いくことが考えられる」ことが盛り込まれており、「親亡き後」の備えも

含め、成年後見制度法人後見支援事業（地域生活支援事業の必須事業）の

さらなる推進に努められたい。【関連資料４】
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なお、これまで地域生活支援事業の任意事業であった成年後見制度普及

啓発事業についても、平成 29 年度予算案において新たに創設された「地

域生活支援促進事業」として特別枠に位置づけており、障害者虐待防止対

策支援事業と同様の手続きを予定している。
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織
風

土
や

職
員
間

の
関
係

性
の
悪

さ
2

4
.8

%

人
員

不
足

や
人

員
配

置
の

問
題

及
び
関

連
す
る
多

忙
さ

2
3

.0
%

市
区

町
村

等
職

員
が

判
断

し
た
虐

待
の

発
生
要

因
（複

数
回

答
）

虐
待

行
為

の
類

型
（
複

数
回

答
）

身
体

的
虐

待
性

的
虐

待
心

理
的

虐
待

放
棄

、
放

置
経

済
的

虐
待

5
8

.1
%

1
4

.2
%

4
1

.0
%

5
.3

%
7

.7
%

障
害

者
支

援
施

設
8
8

2
6
.0
%

居
宅

介
護

9
2
.7
%

重
度

訪
問

介
護

3
0
.9
%

療
養

介
護

1
0
.3
%

生
活

介
護

4
3

1
2
.7
%

短
期

入
所

1
1

3
.2
%

自
立

訓
練

1
0
.3
%

就
労

移
行

支
援

5
1
.5
%

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

2
3

6
.8
%

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

4
9

1
4
.5
%

共
同

生
活

援
助

6
3

1
8
.6
%

一
般

相
談
支

援
事

業
所

及
び
特

定
相

談
支

援
事
業

所
1

0
.3
%

移
動

支
援

事
業

2
0
.6
%

地
域

活
動

支
援

セ
ン
タ
ー
を
経
営

す
る
事
業

2
0
.6
%

児
童

発
達

支
援

2
0
.6
%

医
療

型
児

童
発

達
支

援
1

0
.3
%

放
課

後
等

デ
イ
サ

ー
ビ
ス

3
5

1
0
.3
%

合
計

3
3
9

1
0
0
.0
%
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「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
等

の
提

供
に
係

る
意

思
決

定
支

援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案

）
」
の

概
要

１
．
意

思
決

定
支

援
の

定
義

意
思

決
定

支
援

と
は

、
自

己
決

定
に
困

難
を
抱

え
る
障

害
者

が
、
日

常
生

活
や

社
会

生
活

に
関

し
て
自

ら
の

意
思

が
反

映
さ
れ

た
生

活
を
送

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、

本
人

の
意

思
の

確
認

や
意

思
及

び
選

好
の

推
定

、
最

善
の

利
益

の
検

討
の

た
め
に
事

業
者

の
職

員
が

行
う
支

援
の

行
為

及
び
仕

組
み

を
い
う
。

２
．
意

思
決

定
を
構

成
す
る
要

素
（
１
）
本

人
の

判
断

能
力

障
害

に
よ
る
判

断
能

力
の

程
度

は
、
意

思
決

定
に
大

き
な
影

響
を
与

え
る
。
意

思
決

定
を
進

め
る
上

で
、
本

人
の

判
断

能
力

の
程

度
に
つ
い
て
慎

重
な
ア
セ
ス

メ
ン
ト
が

重
要

。

（
２
）
意

思
決

定
支

援
が

必
要

な
場

面

（
３
）
人

的
・
物

理
的

環
境

に
よ
る
影

響
意

思
決

定
支

援
は

、
本

人
に
関

わ
る
職

員
や

関
係

者
に
よ
る
人

的
な
影

響
や

環
境

に
よ
る
影

響
、
本

人
の

経
験

の
影

響
を
受

け
る
。

①
日

常
生

活
に
お
け
る
場

面
例

え
ば

食
事

・
衣

服
の

選
択

・
外

出
・
排

せ
つ
・
整

容
・
入

浴
等

基
本

的
生

活
習

慣
に
関

す
る
場

面
の

他
、
複

数
用

意
さ
れ

た
余

暇
活

動
プ
ロ
グ

ラ
ム
へ

の
参

加
を
選

ぶ
等

の
場

面
が

考
え
ら
れ

る
。

日
頃

か
ら
本

人
の

生
活

に
関

わ
る
事

業
者

の
職

員
が

、
場

面
に
応

じ
て
即

応
的

に
行

う
直

接
支

援
の

全
て
に
意

思
決

定
支

援
の

要
素

が
含

ま
れ

て
い
る
。

②
社

会
生

活
に
お
け
る
場

面
自

宅
か

ら
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
や

入
所

施
設

等
に
住

ま
い
の

場
を
移

す
場

面
や

、
入

所
施

設
か

ら
地

域
移

行
し
て
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
や

一
人

暮
ら
し
を
選

ぶ
場

面
等

が
、
意

思
決

定
支

援
の

重
要

な
場

面
と
し
て
考

え
ら
れ

る
。

本
人

の
意

思
確

認
を
最

大
限

の
努

力
で
行

う
こ
と
を
前

提
に
、
事

業
者

、
家

族
や

成
年

後
見

人
等

が
集

ま
り
、
判

断
の

根
拠

を
明

確
に
し
な
が

ら
、
よ
り
制

限
の

少
な
い
生

活
へ

の
移

行
を
原

則
と
し
て
、
意

思
決

定
支

援
を
進

め
る
必

要
が

あ
る
。

Ⅱ
総

論

○
障

害
者

総
合

支
援

法
に
お
い
て
は

、
障

害
者

が
「
ど
こ
で
誰

と
生

活
す
る
か

に
つ
い
て
の

選
択

の
機

会
が

確
保

」
さ
れ

る
旨

を
規

定
し
、
指

定
事

業
者

や
指

定
相

談
支

援
事

業
者

に
対

し
、
「
意

思
決

定
支

援
」
を
重

要
な
取

組
と
し
て
位

置
付

け
て
い
る
。

○
今

般
、
意

思
決

定
支

援
の

定
義

や
意

義
、
標

準
的

な
プ
ロ
セ
ス
や

留
意

点
を
取

り
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

成
し
、
事

業
者

や
成

年
後

見
の

担
い
手

を
含

め
た
関

係
者

間
で
共

有
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
障

害
者

の
意

思
を
尊

重
し
た
質

の
高

い
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

に
資

す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の

。

Ⅰ
趣

旨
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３
．
意

思
決

定
支

援
の

基
本

的
原

則
（
１
）
本

人
へ

の
支

援
は

、
自

己
決

定
の

尊
重

に
基

づ
き
行

う
こ
と
が

原
則

で
あ
る
。
本

人
の

自
己

決
定

に
と
っ
て
必

要
な
情

報
の

説
明

は
、
本

人
が

理
解

で
き

る
よ
う
工

夫
し
て
行

う
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

（
２
）
職

員
等

の
価

値
観

に
お
い
て
は

不
合

理
と
思

わ
れ

る
決

定
で
も
、
他

者
へ

の
権

利
を
侵

害
し
な
い
の

で
あ
れ

ば
、
そ
の

選
択

を
尊

重
す
る
よ
う
努

め
る
姿

勢
が

求
め
ら
れ

る
。

（
３
）
本

人
の

自
己

決
定

や
意

思
確

認
が

ど
う
し
て
も
困

難
な
場

合
は

、
本

人
を
よ
く
知

る
関

係
者

が
集

ま
っ
て
、
本

人
の

日
常

生
活

の
場

面
や

事
業

者
の

サ
ー

ビ
ス
提

供
場

面
に
お
け
る
表

情
や

感
情

、
行

動
に
関

す
る
記

録
な
ど
の

情
報

に
加

え
、
こ
れ

ま
で
の

生
活

史
、
人

間
関

係
等

様
々

な
情

報
を
把

握
し
、
根

拠
を
明

確
に
し
な
が

ら
障

害
者

の
意

思
及

び
選

好
を
推

定
す
る
。

４
．
最

善
の

利
益

の
判

断
本

人
の

意
思

を
推

定
す
る
こ
と
が

ど
う
し
て
も
困

難
な
場

合
は

、
第

三
者

が
本

人
に
と
っ
て
の

最
善

の
利

益
を
判

断
せ

ざ
る
を
得

な
い
場

合
が

あ
る
。
最

善
の

利
益

の
判

断
は

最
後

の
手

段
で
あ
り
、
次

の
よ
う
な
点

に
留

意
す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

（
１
）
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
の

検
討

複
数

の
選

択
肢

か
ら
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
可

能
な
限

り
挙

げ
、
比

較
検

討
し
て
本

人
の

最
善

の
利

益
を
導

く
。

（
２
）
相

反
す
る
選

択
肢

の
両

立
二

者
択

一
の

場
合

に
お
い
て
も
、
相

反
す
る
選

択
肢

を
両

立
さ
せ

る
こ
と
を
考

え
、
本

人
の

最
善

の
利

益
を
追

求
す
る
。
（
例

え
ば

、
食

事
制

限
が

必
要

な
人

も
、
運

動
や

食
材

等
の

工
夫

に
よ
り
、
本

人
の

好
み

の
食

事
を
し
つ
つ
、
健

康
上

リ
ス
ク
の

少
な
い
生

活
を
送

る
こ
と
が

で
き
な
い
か

考
え
る
場

合
等

。
）

（
３
）
自

由
の

制
限

の
最

小
化

住
ま
い
の

場
を
選

択
す
る
場

合
、
選

択
可

能
な
中

か
ら
、
障

害
者

に
と
っ
て
自

由
の

制
限

が
よ
り
少

な
い
方

を
選

択
す
る
。
ま
た
、
本

人
の

生
命

・
身

体
の

安
全

を
守

る
た
め
に
、
行

動
の

自
由

を
制

限
せ

ざ
る
を
得

な
い
場

合
で
も
、
他

に
な
い
か

慎
重

に
検

討
し
、
自

由
の

制
限

を
最

小
化

す
る
。

５
．
事

業
者

以
外

の
視

点
か

ら
の

検
討

事
業

者
以

外
の

関
係

者
も
交

え
て
意

思
決

定
支

援
を
進

め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
本

人
の

家
族

や
知

人
、
成

年
後

見
人

、
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
等

が
、
本

人
に

直
接

サ
ー
ビ
ス
提

供
す
る
立

場
と
は

別
の

第
三

者
と
し
て
意

見
を
述

べ
る
こ
と
に
よ
り
、
多

様
な
視

点
か

ら
本

人
の

意
思

決
定

支
援

を
進

め
る
こ
と
が

で
き
る
。

６
．
成

年
後

見
人

等
の

権
限

と
の

関
係

意
思

決
定

支
援

の
結

果
と
成

年
後

見
人

等
の

身
上

配
慮

義
務

に
基

づ
く
方

針
が

齟
齬

を
き
た
さ
な
い
よ
う
、
意

思
決

定
支

援
の

プ
ロ
セ
ス
に
成

年
後

見
人

等
の

参
画

を
促

し
、
検

討
を
進

め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
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１
．
意

思
決

定
支

援
の

枠
組

み
意

思
決

定
支

援
の

枠
組

み
は

、
意

思
決

定
支

援
責

任
者

の
配

置
、
意

思
決

定
支

援
会

議
の

開
催

、
意

思
決

定
の

結
果

を
反

映
し
た
サ

ー
ビ
ス
等

利
用

計
画

・
個

別
支

援
計

画
（
意

思
決

定
支

援
計

画
）
の

作
成

と
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評

価
・
見

直
し
の

５
つ
の

要
素

か
ら
構

成
さ
れ

る
。

（
１
）
意

思
決

定
支

援
責

任
者

の
配

置
意

思
決

定
支

援
責

任
者

は
、
意

思
決

定
支

援
計

画
作

成
に
中

心
的

に
か

か
わ

り
、
意

思
決

定
支

援
会

議
を
企

画
・
運

営
す
る
な
ど
、
意

思
決

定
支

援
の

仕
組

み
を
作

る
等

の
役

割
を
担

う
。
サ

ー
ビ
ス
管

理
責

任
者

や
相

談
支

援
専

門
員

が
兼

務
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

（
２
）
意

思
決

定
支

援
会

議
の

開
催

意
思

決
定

支
援

会
議

は
、
本

人
参

加
の

下
で
、
意

思
決

定
が

必
要

な
事

項
に
関

す
る
参

加
者

の
情

報
を
持

ち
寄

り
、
意

思
を
確

認
し
た
り
、
意

思
及

び
選

好
を
推

定
し
た
り
、
最

善
の

利
益

を
検

討
す
る
仕

組
み

。
「
サ

ー
ビ
ス
担

当
者

会
議

」
や

「
個

別
支

援
会

議
」
と
一

体
的

に
実

施
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

（
３
）
意

思
決

定
が

反
映

さ
れ

た
サ

ー
ビ
ス
等

利
用

計
画

や
個

別
支

援
計

画
（
意

志
決

定
支

援
計

画
）
の

作
成

と
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

意
思

決
定

支
援

に
よ
っ
て
確

認
又

は
推

定
さ
れ

た
本

人
の

意
思

や
、
本

人
の

最
善

の
利

益
と
判

断
さ
れ

た
内

容
を
反

映
し
た
サ

ー
ビ
ス
等

利
用

計
画

や
個

別
支

援
計

画
（
意

思
決

定
支

援
計

画
）
を
作

成
し
、
本

人
の

意
思

決
定

に
基

づ
く
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

を
行

う
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

（
４
）
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評

価
及

び
見

直
し

意
思

決
定

支
援

を
反

映
し
た
サ

ー
ビ
ス
提

供
の

結
果

を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
評

価
を
適

切
に
行

い
、
次

の
支

援
で
さ
ら
に
意

思
決

定
が

促
進

さ
れ

る
よ
う
見

直
す
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

２
．
意

思
決

定
支

援
に
お
け
る
意

思
疎

通
と
合

理
的

配
慮

意
思

決
定

に
必

要
だ
と
考

え
ら
れ

る
情

報
を
本

人
が

十
分

理
解

し
、
保

持
し
、
比

較
し
、
実

際
の

決
定

に
活

用
で
き
る
よ
う
配

慮
を
も
っ
て
説

明
し
、
決

定
し
た

こ
と
の

結
果

起
こ
り
得

る
こ
と
等

を
含

め
た
情

報
を
可

能
な
限

り
本

人
が

理
解

で
き
る
よ
う
、
意

思
疎

通
に
お
け
る
合

理
的

配
慮

を
行

う
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

３
．
意

思
決

定
支

援
の

根
拠

と
な
る
記

録
の

作
成

意
思

決
定

支
援

を
進

め
る
た
め
に
は

、
本

人
の

こ
れ

ま
で
の

生
活

環
境

や
生

活
史

、
家

族
関

係
、
人

間
関

係
、
嗜

好
等

の
情

報
を
把

握
し
て
お
く
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
家

族
も
含

め
た
本

人
の

こ
れ

ま
で
の

生
活

の
全

体
像

を
理

解
す
る
こ
と
は

、
本

人
の

意
思

を
推

定
す
る
た
め
の

手
が

か
り
と
な
る
。

４
．
職

員
の

知
識

・
技

術
の

向
上

職
員

の
知

識
・
技

術
等

の
向

上
は

、
意

思
決

定
支

援
の

質
の

向
上

に
直

結
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
意

思
決

定
支

援
の

意
義

や
知

識
の

理
解

及
び
技

術
等

の
向

上
へ

の
取

組
み

を
促

進
さ
せ

る
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

Ⅲ
各

論
関連資料２－３
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１
．
日

中
活

動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

選
択

に
関

す
る
意

思
決

定
支

援
２
．
施

設
で
の

生
活

を
継

続
す
る
か

ど
う
か

の
意

思
決

定
支

援
３
．
精

神
科

病
院

か
ら
の

退
院

に
関

す
る
意

思
決

定
支

援

５
．
関

係
者

、
関

係
機

関
と
の

連
携

意
思

決
定

支
援

責
任

者
は

、
事

業
者

、
家

族
や

成
年

後
見

人
等

の
他

、
関

係
者

等
と
連

携
し
て
意

思
決

定
支

援
を
進

め
る
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
協

議
会

を
活

用
す
る
等

、
意

思
決

定
支

援
会

議
に
関

係
者

等
が

参
加

す
る
た
め
の

体
制

整
備

を
進

め
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

６
．
本

人
と
家

族
等

に
対

す
る
説

明
責

任
等

障
害

者
と
家

族
等

に
対

し
て
、
意

思
決

定
支

援
計

画
、
意

思
決

定
支

援
会

議
の

内
容

に
つ
い
て
の

丁
寧

な
説

明
を
行

う
。
ま
た
、
苦

情
解

決
の

手
順

等
の

重
要

事
項

に
つ
い
て
も
説

明
す
る
。
意

思
決

定
支

援
に
関

わ
っ
た
関

係
者

等
は

、
業

務
上

知
り
得

た
秘

密
を
保

持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ
意

思
決

定
支

援
の

具
体

例

意
思

決
定

が
必

要
な

場
面

・
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

・
居

住
の
場

の
選

択
等

本
人

が
自

分
で

決
定

で
き

る
よ

う
支

援

自
己

決
定

が
困

難
な

場
合

○
本

人
の

意
思
決

定
に

関
す

る
情

報
の

把
握

方
法

、
意

思
決

定
支

援
会

議
の
開
催
準
備
等

○
ア

セ
ス

メ
ン
ト

・
本

人
の

意
思
確

認
・

日
常

生
活
の

様
子

の
観

察
・

関
係
者
か
ら
の
情
報

収
集
・
本
人

の
判

断
能
力

、
自

己
理

解
、

心
理

的
状
況

等
の

把
握

・
本
人
の
生
活
史
等
、

人
的
・
物
理

的
環

境
等
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

・
体

験
を
通

じ
た

選
択

の
検
討

等

意
思

決
定

支
援

責
任

者
の

選
任

と
ア

セ
ス

メ
ン

ト
相

談
支

援
専

門
員

・
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

兼
務

可

意
思

決
定

支
援

会
議

の
開

催
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

・
個

別
支

援
会

議
と

兼
ね

て
開

催
可

本
人

・
家

族
・

成
年

後
見

人
等

・
意

思
決

定
支

援
責

任
者

・
事

業
者

・
関

係
者

等
に

よ
る

情
報

交
換
や

本
人

の
意

思
の

推
定

、
最

善
の

利
益

の
判

断

意
思

決
定

の
結

果
を

反
映

し
た

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
・

個
別

支
援

計
画

（
意

思
決

定
支

援
計

画
）

の
作

成
と

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
、

支
援

結
果

等
の

記
録

支
援

か
ら
把
握
さ
れ
る

表
情
や
感

情
、
行
動
等
か

ら
読

み
取
れ
る
意
思
と

選
好
等
の

記
録

意 思 決 定 に 関 す る 記 録 の

フ ィ ー ド バ ッ ク

○
意

思
決

定
支

援
の

流
れ

関連資料２－４
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成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
関

す
る

法
律

イ
メ

ー
ジ

図

地
域

の
需

要
に

対
応

し
た

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

成
年

後
見

制
度

の
利

用
に

関
す

る
体

制
の

整
備

１
保

佐
及

び
補

助
の

制
度

の
利

用
を

促
進

す
る

方
策
の

検
討

２
成

年
被

後
見

人
等

の
権

利
制

限
に

係
る

制
度

の
見
直

し
３

成
年

被
後

見
人

等
の

医
療

等
に

係
る

意
思

決
定
が
困

難
な
者
へ

の
支
援

等
の

検
討

４
成

年
被

後
見

人
等

の
死

亡
後

に
お

け
る

成
年

後
見
人

等
の
事
務

の
範
囲

の
見

直
し

５
任

意
後
見

制
度

の
積

極
的

な
活

用
６

国
民

に
対

す
る
周

知
等

１
関

係
機

関
等

に
お

け
る

体
制

の
充

実
強

化
２

関
係

機
関

等
の

相
互

の
緊

密
な

連
携

の
確
保

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
関

す
る

施
策

の
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

推
進

を
図

る
た

め
、

「
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計
画

」
を
策
定

基
本
計
画

体
制

基
本
方
針

こ
の
法
律

の
施

行
後
２

年
以

内
の

政
令

で
定

め
る

日
に

、
こ

れ
ら

の
組

織
を

廃
止

し
、

新
た

に
関

係
行

政
機

関
で
組
織

す
る

成
年
後

見
制
度
利

用
促

進
会
議

及
び

有
識

者
で

組
織

す
る
成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

専
門

家
会

議
を

設
け

る
（

両
会

議
の
庶
務

は
厚
生

労
働

省
に
）
。

こ
の
法
律
は
、

公
布

の
日
か
ら

起
算

し
て
１

月
を

超
え
な
い

範
囲

内
に
お

い
て

政
令

で
定

め
る

日
か
ら

施
行

す
る

も
の
と
す
る
。

意
見

１
国
の
責
務

２
地
方
公
共
団
体
の
責
務

３
関
係
者
の
努
力

４
国
民
の
努
力

５
関
係
機
関
等
の
相
互
の
連
携

国
等
の
責
務

基
本

方
針

に
基

づ
く

施
策
を

実
施

す
る

た
め
必
要
な
法
制
上
・
財
政
上
の
措
置

成
年

被
後
見

人
等

の
権
利
制

限
に

係
る

関
係

法
律

の
改

正
そ

の
他
の
基

本
方

針
に

基
づ

く
施

策
を

実
施

す
る
た
め

に
必

要
な

法
制

上
の

措
置

に
つ

い
て
は
、

こ
の

法
律

の
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ず
る

法
制
上
の
措
置
等

市
町
村
の
措
置

国
の

基
本

計
画

を
踏

ま
え

た
計
画
の
策
定
等

合
議
制
の
機
関
の
設
置

都
道
府
県
の
措
置

・
人
材
の
育
成

・
必
要
な
助
言

施
策
の
実
施
状
況
の
公
表
（
毎
年
）

そ
の
他

成
年
後
見

制
度

の
理

念
の

尊
重

①
ノ
ー

マ
ラ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

②
自
己

決
定

権
の

尊
重

③
身
上

の
保

護
の

重
視

１
地

域
住

民
の

需
要

に
応
じ

た
利

用
の

促
進

２
地

域
に

お
い

て
成

年
後
見

人
等

と
な

る
人
材

の
確

保
３

成
年

後
見

等
実
施

機
関
の

活
動

に
対

す
る
支

援

地
方
公
共
団
体
の
措
置

援
助

基
本
理
念

１
組
織

会
長
：
内

閣
総
理

大
臣

委
員

：
内

閣
官

房
長

官
、

特
命

担
当

大
臣

、
法

務
大

臣
、

厚
生

労
働

大
臣
、

総
務
大

臣
等

２
所
掌

事
務

①
基

本
計

画
案

の
作
成

②
関

係
行

政
機

関
の
調

整
③

施
策

の
推

進
、

実
施

状
況

の
検

証
・

評
価

等

・
有

識
者

で
組

織
す

る
。

・
基

本
計

画
案

の
調

査
審

議
、

施
策

に
関

す
る

重
要

事
項

の
調

査
審

議
、

内
閣

総
理

大
臣

等
へ

の
建

議
等

を
行
う

。

成
年
後
見

制
度
利

用
促
進

会
議

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

委
員

会

関連資料３－１
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成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

委
員

会
意

見
（
平

成
２
９
年

１
月

）
の

ポ
イ
ン
ト

・
権

利
擁

護
支

援
が

必
要

な
人

の
発

見
と
早

期
か

ら
の

相
談

・
後

見
人

等
を
含

め
た
「
チ
ー
ム
」
（
注

１
）
に
よ
る
本

人
の

見
守

り
・
「
協

議
会

」
等

（
注

２
）
に
よ
る
チ
ー
ム
の

支
援

・
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備

・
運

営
の

中
核

と
な
る
機

関
の

必
要

性

・
広

報
機

能
（
権

利
擁

護
の
必

要
な
人

の
発
見

、
周
知

・
啓
発

等
）

・
相

談
機

能
（
相

談
対

応
、
後
見

ニ
ー
ズ
の

精
査
、
見

守
り
体

制
の

調
整
等

）
・
利

用
促

進
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）
機

能
・
後

見
人

支
援

機
能

（
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援

、
本
人

の
意
思

を
尊

重
し
た
柔

軟
な
対

応
等

）
・
不

正
防

止
効

果

（
２
）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

・
後

見
制

度
支

援
信

託
に
並

立
・
代

替
す
る
よ
う
な
新

た
な
方

策
の

検
討

（
預

貯
金

の
払

戻
し
に
つ
い
て
の

後
見

監
督

人
等

の
関

与
を
可

能
と
す
る
仕

組
み

）

（
３
）
不

正
防

止
の

徹
底

と
利

用
し
や

す
さ
と
の

調
和

・
財

産
管

理
の

み
な
ら
ず
、
意

思
決

定
支

援
・
身

上
保

護
も
重

視
・
適

切
な
後

見
人

等
の

選
任

、
後

見
開

始
後

の
柔

軟
な
後

見
人

等
の

交
代

等
・
診

断
書

の
在

り
方

の
検

討

（
１
）
利

用
者

が
メ
リ
ッ
ト
を
実

感
で
き
る
制

度
・
運

用
の

改
善

注
１
：
福

祉
等

の
関

係
者

と
後

見
人

等
が

チ
ー
ム
と
な
っ
て
本

人
を
見

守
る
体

制
注

２
：
福

祉
・
法

律
の

専
門

職
団

体
が

協
力

し
て
個

別
の

チ
ー
ム
を
支

援
す
る
仕

組
み

内
閣

府
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
委

員
会

事
務

局
作

成
資

料
関連資料３－２
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利
益

相
反

行
為

（
民

法
）

第
八

百
六

十
条

第
八

百
二

十
六

条
の

規
定

は
、
後

見
人

に
つ
い
て
準

用
す
る
。
た
だ
し
、

後
見

監
督

人
が

あ
る
場

合
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。
（
下

線
は

「
利

益
相

反
行

為
」
を
指

す
）

社
会

福
祉
法

人
等

に
よ
る
法

人
後

見
の

取
組

後
見

監
督

人
の

選
任

補
助

・
保

佐
・
後

見
開

始
の

審
判

財
産

管
理

身
上

配
慮

法
人

後
見

の
実

施
体

制
成

年
後

見
人

等
（
法

人
後

見
）
の

選
任

法
人

後
見

チ
ー
ム

※
継

続
性

・
専

門
性

後
見

監
督

人

○
透

明
性

の
確

保
の

例
法

人
外

部
の

専
門

職
の

参
加

（
助

言
・
チ
ェ
ッ
ク
等

）
（
例

）
・
法

律
関

係
者

・
医

療
関

係
者

・
会

計
関

係
者

・
福

祉
関

係
者

等

家
庭

裁
判

所
監

督

成
年

後
見

制
度

利
用
促

進
委

員
会

意
見

（平
成
２
９
年
１
月
）抜

粋
○

若
年

期
か

ら
の

制
度

利
用

が
想

定
さ
れ

、
そ
の

特
性

も
多

様
で
あ
る
障

害
者

の
場

合
、
継

続
性

や
専

門
性

の
観

点
か

ら
、
法

人
後

見
の

活
用

が
有

用
で
あ
る
場

合
も

あ
り
、
後

見
監

督
等

に
よ
る
利

益
相

反
等

へ
の

対
応

を
含

め
た
透

明
性

の
確

保
を
前

提
に
、
そ
の

活
用

を
図

っ
て
い
く
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

○
社

会
福

祉
法

人
に
お
い
て
は

、
地

域
の

様
々

な
ニ
ー
ズ
を
把

握
し
、
こ
れ

ら
の

ニ
ー
ズ
に
対

応
し
て
い
く
中

で
、
地

域
に
お
け
る
公

益
的

な
取

組
の

一
つ
と
し
て
、
低

所
得

の
高

齢
者

・
障

害
者

に
対

し
て
自

ら
成

年
後

見
を
実

施
す
る
こ
と
も
含

め
、
そ
の

普
及

に
向

け
た
取

組
を
実

施
す
る
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
。

法
人

の
サ

ー
ビ
ス
利

用
者

及
び
、
そ
れ

以
外

の
障

害
者

等

後
見
等
開
始
の
審
判

の
申
立
て

・
本
人

・
配
偶
者

・
四
親
等
以
内
の
親
族

・
市
区
町
村
長

参
加

※
申

立
人

等
の

請
求

又
は

裁
判

所
の

職
権

で
必

要
に
応

じ
て
選

任

関連資料４
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